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は

じ

め

に

　
明
朝

で
は
初
代
洪
武
帝
が
建
国
当
初
か
ら
、
后
妃
が
権
力
を
持

つ
事
を
非
常
に
警
戒
し
、
宮
中
の
外
に
出
る
事
は
お

ろ
か
、
手
紙
の
や
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(1
)

取
り
で
す
ら
禁
止
す
る
な
ど
の
措
置
を
取

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
垂
簾
聴
政
や
外
戚
の
政
治
介
入
と

い
っ
た
、
歴
代
王
朝
に
よ
く

見
ら
れ
た
弊
害
を
防
ぐ
た
め
で
あ
り
、
洪
武
帝
が
後
宮
に
対
し
て
統
制
的
な
制
度
を
早

い
段
階
で
作
り
上
げ
、
そ
れ
を
遵
守
さ
せ
て
い
っ

た
事
に
、
そ
の
厳
格
さ
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
結
果
か
ら
言
え
ば
、
こ
う
し
た
洪
武
帝

の
意
図
は
功
を
奏
し
、
明
朝

一
代
を

通
じ
て
后
妃
た
ち
が
、
政
治
の
表
舞
台
に
立

つ
よ
う
な
事
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
明
朝
に
は
后
妃
が
権
力
を
握
る
機
会
が
な
か

っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う

で
は
な

い
。
例
え
ば
、
后
妃
が
政
治
に
口
出

し
す
る
き

っ
か
け
の

一
つ
と
し
て
、
幼

い
皇
帝
の
即
位
に
よ
る
皇
太
后

の
垂
簾
聴
政
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
明
朝
に
お
い
て
も
幼
帝
が
即
位
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(2
)

る
事
態

は
、

一
再
な
ら
ず
発
生
し
て
い
る
。
し
か
し
明
朝
の
后
妃
た
ち
は
、
た
と
え
廷
臣
に
そ
れ
を
望
ま
れ
て
も
拒
み
、
さ
ら
に
自
ら

の
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(3
)

族
に
権

力
を
持
た
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
遠
ざ
け
る
態
度
ま
で
取

っ
て
い
る
。
明
朝
で
は
、
積
極
的
に
権
力
を
握

ろ
う
と
し
た
后
妃
は
、
皆
無
と

言

っ
て
よ

い
の
で
あ
る
。

　
で
は
明
朝
の
后
妃
た
ち
は
、
権
力
や
政
治
的
影
響
力
を
ま

っ
た
く
持

っ
て
い
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
明
朝

の
后
妃
を
通
観
し
て
み
る
と
、
皇
帝
の
急
逝
や
幼
帝
の
即
位
な
ど
、
皇
位
継
承
に

つ
い
て
生
じ
た
諸
問
題
の
解

決
に
向
け
て
、
重
要

な
役
割

を
果
た
す

の
は
皇
太
后
で
あ
る
。
そ
の
際
皇
太
后
は
、
廷
臣
た
ち
に
命
令
を
下
す
事
も
あ

っ
た
し
、
ま
た
廷
臣
た
ち
も
皇
太
后
の
意

見
を
尊
重
し
て
動

い
て
い
る
。
こ
れ
は
皇
太
后
が
動
く
事
に
な
る
以
前
か
ら
、
后
妃
が
後
宮
の
外
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
た
め
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
も
し
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
皇
太
后
は
非
常
に
大
き
な
権
力
を
持

っ
て
い
た
事
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
不
思

議
な
事
に

一
度
新
皇
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帝
が
即
位
す
る
と
、
皇
太
后
は
ま

っ
た
く
政
治
に
干
渉
し
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う

い
う
事
な

の
か
。
明
朝

の
后
妃
、

な
か
ん
ず
く
皇
太
后
と
は
い
か
な
る
存
在
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
明
朝

で
皇
太
后
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
宣
徳
年
間
、

つ
ま
り
宣
徳
帝
生
母
で
洪
煕
帝
皇
后
で
あ

っ
た
張
氏

(誠
孝
皇
后
)
で
あ
る
。
彼

女
は
次

の
正
統
年
間
に
は
、
太
皇
太
后
に
も
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
も
明
朝

で
初
め
て
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
た
明
朝

で
初
め
て
の
幼
帝
と

な
る
正
統
帝

の
即
位
に
、
深
く
関
与
す
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
張
氏
は
洪
煕

・
宣
徳

・
正
統
の
三
世
代
に
わ
た

っ
て
後
宮

の
頂
点
に
い
た
人
物

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
皇
帝
の
崩
御
、

つ
ま

り
皇
帝
不
在
期
聞
と
皇
位
継
承
問
題
に
、
彼
女
は
何
度
か
直
面
し
た
事
を
意
味
す
る
。
彼
女
は
こ
う
し
た
政
治
的
空
白
期
間
に
お
い
て
、
ど

の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
問
題
が
解
決
し
た
後
の
影
響
力
は
ど

の
よ
う
な
も

の
だ

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
明
朝

で
初
め

て
の
皇
太
后
で
あ
る
張
氏
の
言
動
は
、
そ
の
前
例
と
な

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
張
氏
を
例
に
、
明
朝

の
后
妃
の
影
響
力
に
つ
い
て
、
考

察
し
て

い
き
た
い
。

第

一
章
　
洪
煕
帝
崩
御

　
　
　
第

一
節

誠
孝
皇
后
張
氏

　
ま
ず
誠
孝
皇
后
張
氏
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
。

　
張
氏

は
洪
煕
帝
の
皇
后
、
そ
し
て
宣
徳
帝
の
生
母
で
あ
る
。
永
城

(今

の
河
南
省
)
出
身
で
、
洪
武
二
十
入
年

(
一
三
九
五
)
に
燕
王

(後
の
永
楽
帝
)
の
嫡
長
子
で
、
世
子
の
朱
高
熾

(後

の
洪
煕
帝
)

の
妃
と
な

っ
た
。

　
明
朝

の
后
妃
は
ご
く
初
期
に
お

い
て
、
洪
武
帝
が
建
国
の
功
臣
た
ち
と
子
女
た
ち
と

の
婚
姻
を
す
す
め
て
い
た
も
の
を
除
く
と
、
民
間
か

ら
選
ば
れ
て
い
る
が
、
張
氏
も
そ
の
例
に
漏
れ
な

い
。
父
親
の
張
麟
は
娘
が
燕
王
世
子
妃
に
な

っ
た
事

で
、
兵
馬
副
指
揮

の
地
位
を
授
け
ら
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(4
)

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
地
位
は
伝
わ

っ
て
い
な

い
。
ま
た
張
氏
自
身
の
名
前
が
伝
わ

っ
て
い
な

い
事
、
そ
れ
が
地
位
も
何
も
な

い
家
か

ら
選
ば

れ
た
事
を
、
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
建
文

元
年

(
=
二
九
九
)
に
は
長
男
朱
謄
基

(後
の
宣
徳
帝
)
を
産
み
、
そ
の
直
後
に
起
こ

っ
た
靖
難

の
変
を
経
て
永
楽
帝
が
即
位
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(5
)

と
、
永
楽

二
年

(
一
四
〇
四
)
に
朱
高
熾
が
皇
太
子
に
な

っ
た
と
同
時
に
、
張
氏
も
皇
太
子
妃
と
な

っ
た
。

　
し
か

し
そ
の
皇
太
子
妃
と
い
う
地
位
は
、
決
し
て
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
皇
太
子
の
二
弟
、
漢
王

・
趙
王
が
皇
太
子
の
地
位
を

狙

っ
て
動

い
て
お
り
、
永
楽
帝
も
ま
た
皇
太
子
に
不
満
を
持

つ
な
ど
、
廃
太
子
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
ん
な
な
か
で

張
氏
は
、
永
楽
帝
と
そ
の
皇
后
徐
氏
に
よ
く

つ
か
え
て
気
に
入
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
洪
煕
帝
は
廃
太
子
を
免
れ
る
な
ど
、
内
助

の
功
を
発
揮

　
　
　
(6
)

し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(7
)

　
永
楽
帝
が
崩
御
し
洪
熈
帝
が
即
位
す
る
と
、
永
楽
二
十
二
年

(
一
四
二
四
)
十
月
に
張
氏
は
皇
后
に
な

っ
た
。
「皇
后

に
な

っ
て
か
ら
も
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(8
)

外

の
政
事

で
周
知
し
な
い
事
は
な
か

っ
た

(及
立
為
后
、
中
外
政
事
莫
不
周
知
)
」
と
あ
る
な
ど
、
洪
煕
帝
を
よ
く
支
え

た
姿
が
特
筆
さ
れ
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(9
)

　
し
か
し
洪
煕
帝
は
、
即
位
か
ら

一
年
に
も
満
た
な
い
洪
煕
元
年

(
一
四
二
五
)
五
月
に
急
逝
。
そ
れ
を
受
け
て
皇
太

子
が
即
位
し
て
宣
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(10
V

帝
と
な
り

、
張
氏
は
皇
太
后
と
な

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(11
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(12
)

　
さ
ら

に
、
宣
徳
十
年

(
一
四
三
五
)
正
月
に
宣
徳
帝
が
崩
御
し
、
孫
の
正
統
帝
が
即
位
し
た
こ
と
で
太
皇
太
后
と
な
り
、
そ
し
て
正
統
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(13
)

年

(
一
四

四
二
)
十
月
に
張
氏
は
崩
御
し
て
い
る
。

　
張
氏

は

「中
外

の
政
事
で
周
知
し
な

い
事
は
な
か

っ
た
」
と
あ
る
が
、
他

に
も

『形
史
拾
遺
記
』
巻
二
に
は
、

　
　
軍

・
国
の
大
事
に
つ
い
て
、
す
べ
て
皇
太
后

(張
氏
)
に
は
か

っ
て
決
め
た
。
皇
太
后
も
ま
た
毎
事
相
談
に
の
る
も

の
の
、
あ
え

て
聴

　
　
政
し

て
、
外
廷
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
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凡

軍
国
大
事
、
悉
上
皇
太
后
参
決
、
皇
太
后
亦
毎
事
諮
詞
、
不
敢
以
聴
政
自
居
檀
外
廷
議
。

と
あ
り

、
張
氏
が
皇
帝
の
相
談
相
手
と
し
て
軍
事

・
国
事
を
知
る
立
場
に
あ

っ
た
、
だ
が
そ
れ
に
よ

っ
て
権
力
を
振
り

か
ざ
す
事
も
な
か

っ

た
事
が
わ
か
る
。
張
氏
は
後
宮

の
外

の
事
情
ど
こ
ろ
か
、
政
治
に
つ
い
て
情
報
を
得
ら
れ
る
立
場
に
あ

っ
た
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
女
性
が
、
洪
煕

・
宣
徳

・
正
統
に
わ
た

っ
て
、
皇
后

・
皇
太
后

・
太
皇
太
后
と
し
て
後
宮
内
で
最
高
位

に
い
た
わ
け
だ
が
、

そ
れ
は
張
氏
が
永
楽
帝

・
洪
煕
帝

・
宣
徳
帝
三
人
の
皇
帝

の
崩
御
、

つ
ま
り
は
三
度
の
皇
帝
不
在
期
間
を
経
験
し
た
事
を
意
味
し
て
い
る
。

　
皇
帝

権
力
が
極
端

に
高
ま

っ
た
明
朝
に
お

い
て
皇
帝
不
在
と
は
、
国
家
の
意
思
決
定
者
が

い
な
い
と

い
う
、
非
常

に
不
安
定
な
状
態

で

あ

っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
皇
太
子
が
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
期
間
は
本
来
な
ら
ば
ご
く
短

い
、
も
し
く
は

な
い
に
等
し
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
永
楽
帝
は
モ
ン
ゴ
ル
遠
征
か
ら
の
帰
路

の
途
上
で
崩
御
し
た
が
、
政
治
に
つ
い
て
も
実
績
を
積
ん
で

い
た
皇
太
子
が
間
を
置
か
ず
に
即
位
し
、
洪
煕
帝
と
な

っ
て
い
る
事
が
そ
れ
を
物
語

っ
て
い
る
。

　
し
か

し
洪
煕
帝

・
宣
徳
帝
の
崩
御

の
際
に
は
、
皇
太
子

の
皇
位
継
承
に

つ
い
て
問
題
が
生
じ
た
事
か
ら
、
皇
帝
不
在

は
よ
り
不
安
定
な
局

面
、
そ

し
て
通
常
よ
り
も
長
期
間
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
皇
位
継
承
に
か
か
わ
る
非
常
事

態
こ
そ
が
、
皇
太
后

を
動
か
し
、
周
囲
も
皇
太
后
を
頼
る
事
情
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
皇
帝
不
在
期
間
と
皇
位
継
承
問
題
に
お
け
る
、
張
氏
の
動
き
を
見
て
い
き
た

い
。

　
　
　
第
二
節
　
宣
徳
帝
の
即
位

　
張
氏
は
、
都
合
三
人

の
皇
帝
の
崩
御
を
経
験
し
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
永
楽
帝
は
、
た
し
か
に
北
京
で
崩
御
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た

が
、
皇
位
継
承
問
題
は
生
じ
な
か

っ
た
。
当
時
皇
太
子
で
あ

っ
た
洪
煕
帝
は
北
京
に
お
り
、
崩
御

の
報
に
接
し
て
、
す

ぐ
に
即
位
で
き
た
か

ら
で
あ

る
。

つ
ま
り
皇
位
継
承
問
題
と
は
、
皇
帝
側
よ
り
皇
太
子
側
に
問
題
が
あ
る
場
合
に
生
じ
る
も
の
と
言
え
る
。
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で
は
張
氏
が
直
面
し
た
最
初
の
皇
位
継
承
問
題
と
な

っ
た
、
洪
煕
帝
崩
御

の
際
に
、
当
時
の
皇
太
子
で
あ

っ
た
宣
徳
帝

に
は
、
ど
の
よ
う

な
問
題
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
洪
煕
帝
は
永
楽
帝
の
嫡
長
子
で
あ
り
、
永
楽
帝
の
即
位
に
よ

っ
て
燕
王
世
子
か
ら
皇
太
子
に
な
り
、
永
楽
帝
崩
御
に
と
も
な

い
、
永
楽
二

十
二
年

(
一
四
二
四
)
八
月
に
即
位
し
た
。
し
か
し
そ
の
わ
ず
か
十
ヶ
月
後
の
洪
煕
元
年

(
一
四
二
五
)
五
月
、
突
然

崩
御
し
て
し
ま

っ
た
。

こ
こ
で
問
題
が
生
じ
て
し
ま
う
。
皇
帝
急
逝
と

い
う
突
発
的
な
事
情
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
当
時
皇
太
子
は
四
月
に
南

京
に
赴

い
て
お
り
、

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(14
)

す
ぐ
に
即
位
で
き
る
状
態
に
な
か

っ
た
。

つ
ま
り
、
北
京
に
皇
帝
も
皇
位
継
承
者
も

い
な

い
と

い
う
非
常
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
洪
煕
帝
が
倒
れ
た
五
月
庚
辰
の
時
点

で
、
病
状
は
重
篤
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
尚
書

の
塞
義
と
大
学
士
楊
士
奇

・
黄
准

・
楊
栄
が
呼
ば
れ
、

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(15
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(16
)

さ
ら
に
宣
官
が
南
京
の
皇
太
子
に
向
け
て
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
次

の
日
の
辛
巳
、
洪
煕
帝
は
崩
御
。
し
か
し
喪

は
皇
太
子

の
北
京
帰

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(17
)

還
を
待

っ
て
発
せ
ら
れ
、
そ
の
後
皇
太
子
が
即
位
し
て
宣
徳
帝
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
の
洪
煕
帝
崩
御
か
ら
宣
徳
帝
即
位
ま
で
の
数
十
日
間
は
、
国
家
の
最
終
意
思
決
定
者
も
、
本
来
な
ら
ば
代
行
を
す

べ
き
皇
太
子
も
い
な

い
と

い
う
、
国
家

の
重
大
事
を
抱
え
た
不
安
定
な
期
間
で
あ

っ
た
。
こ
の
状
況
で
、
皇
帝

・
皇
太
子
に
代
わ
る
人
物
と

い
え
ば
、
や
は
り
先

帝
の
遺
志
を
継
ぐ
者
と
し
て
皇
后
か
皇
太
后
し
か
い
な
か

っ
た
。
こ
う
し
て
張
氏
は
、
皇
后
の
立
場
か
ら
臨
時
と
は

い
え
、
様
々
な
問
題
に

直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う

し
た
状
態

の
な
か
で
、
張
氏
が
取

っ
た
行
動
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
ま
ず
行
わ
れ
た
の
は
遺
詔
の
作
成

で
あ
る
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(18
)

　
洪
煕
帝
の
遺
詔
が
発
せ
ら
れ
た
の
は
、
崩
御
当
日
の
洪
煕
元
年
五
月
辛
巳
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
前
日
に
、
廷
臣
た
ち
が
呼
び
寄
せ
ら
れ

た
ほ
か
、
皇
太
子
に
使
い
を
送
る
な
ど

の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
以
上
、
す
で
に
洪
煕
帝
は
重
篤
な
状
態
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
崩
御
の

寸
前
に
、
遺
詔
が
洪
煕
帝
の
手

で
作
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
廷
臣
も
し
く
は
張
氏
自
身
が
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
張
氏

が
ど
こ
ま
で
作
成
に
関
与
し
た

の
か
は
、
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
遣
詔
に

つ
い
て
、
当
時
北
京

に
い
た
朝
鮮
の
使
節
が

「遺
詔
は
皇
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后

(張
氏
)
の
為
す
所

(其
遺
詔
、
皇
后
所
為
也
)」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
張
氏
が
遺
詔
の
作
成
に
積
極
的
に
か
か
わ
り
を
持

っ
た
事
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(19
)

時

の
人

々
、
そ
れ
も
外
国
人
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
し
か

し
作
成
さ
れ
た
遺
詔
を
見
て
み
る
と
、
内
容
は
皇
太
子
の
即
位
、
葬
儀
や
陵
墓

の
簡
素
化
な
ど

で
あ
り
、
「皇
后
」
と

い
う
言
葉
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(20
)

張
氏
を
示
す
文
言
が
出
て
く
る
事
は
な
く
、
張
氏
に
利
す
る
も

の
な
ど

一
切
書
か
れ
て
い
な

い
よ
う

に
見
え
る
。
張
氏

が
遺
詔
に
か
か
わ

っ

た
理
由
が
、
少
な
く
と
も
利
己
的
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
と
し
て
、
彼
女

の
目
的
は
何
だ

っ
た

の
か
。

　
張
氏

は
遺
詔
を
作
成
す
る

一
方
、
皇
太
子
の
北
京
帰
還
ま
で
喪
を
発
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
皇
太
子
を
待
ち
続
け

て
い
る
。
ま
た
遺

詔
に
ま

っ
さ
き
に
皇
太
子
の
即
位
を
挙
げ
て
い
る
事
か
ら
も
、
張
氏
の
目
的

の
第

一
義
は
、
皇
太
子
の
即
位
で
あ
る
事

は
間
違
い
な

い
。

　
し
か
し
こ
こ
ま

で
見
る
限
り
、
皇
太
子
は
す
ぐ
に
皇
位
に
即
け
な
い
だ
け
で
、
し
か
も
年
少
と

い
う
わ
け
で
も
な
く
、
皇
位
継
承
に
何
ら

問
題
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
張
氏
は
洪
熈
帝
の
遺
詔

の
作
成
に
か
か
わ
り
、
皇
太
子
の
北
京
帰
還
を
急
が
せ
て
い
る

の
は
、
な
ぜ
な

の
か
。

　
こ
こ

で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
張
氏
が
洪
煕
帝

の
喪
を
発
し
な
か

っ
た
事

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
皇
帝
位
の
空
席
と
後
継
者
の
北
京
不
在

の
情
報

を
、
封
鎖
す
る
行
為
と
言
う
事
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
て
情
報
を
出
さ
な
か

っ
た
の
は
、
外
部
に
皇
太
子
の
即
位
を
危
う
く
す
る
存

在
が

い
た
か
ら
こ
そ
の
措
置
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う

し
た
存
在
と
し
て
、
ま

っ
さ
き
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
永
楽
帝
の
次
男

の
漢
王
で
あ
る
。
漢
王
朱
高
照
は
、
母
が
永
楽
帝
皇
后
徐
氏
、

つ
ま
り
洪

煕
帝
の
同
母
弟
で
あ
る
。
靖
難

の
変
の
際
に
は
、
永
楽
帝
と
共
に
従
軍
し
武
勲
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
永
楽
帝
に
愛
さ
れ
、
当
時

皇
太
子
で
あ

っ
た
洪
煕
帝
の
地
位
を
狙
う
動
き
を
見
せ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
後

に
漢
王
は
宣
徳
帝
が
即
位
す
る
と
、
永
楽
帝

の
や
り
か
た

に
な
ら

っ
て
、
君
側

の
好
を
除
く
と
称
し
て
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
乱
は
、
宣
徳
帝
自
身
が
大
軍
を
率

い
て
鎮
圧
し
、
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(21)

王
は
捕

ら
え
ら
れ
た
上
に
、
庶
人
に
落
と
さ
れ
て
い
る
。
張
氏
が
取

っ
た
行
動
も
、
取
り
越
し
苦
労
と
は
言
え
な

い
事
が
わ
か
ろ
う
。



56

　
ま
た
漢
王
は
永
楽
帝
存
命
中
、
初
め
は
雲
南
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
不
満
で
就
藩
せ
ず
、
改
め
て
山
東
青
州
府
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

つ
ま
り
洪
煕

帝
崩
御
当
時
、
漢
王
は
南
京
に
い
る
皇
太
子
よ
り
も
北
京
に
近
い
位
置
に
あ
り
、
し
か
も
山
東
は
皇
太
子
が
北
京
に
帰

還
す
る
際

の
通
過
地

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(22
)

点
に
も
当
た

っ
て
お
り
、
皇
位
を
狙
う
に
も
好
条
件
が
そ
ろ
い
す
ぎ
て
い
た
。
廷
臣
た
ち
も
心
配
し
て
い
た
通
り
、
漢

王
は
皇
太
子
の
北
京

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(23
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(24
)

帰
還
を
阻
も
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
失
敗
に
終
わ

っ
て
い
る
。
張
氏
が
洪
煕
帝

の
第
二
子
鄭
王
と
第
五
子
嚢
王
に
、
皇
太
子
が
到
着
す

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(25
)

る
ま
で
北
京
に
居
ら
せ
て
守
り
を
固
め
て

い
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
張

氏
は
北
京
を
守
る

一

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(26
)

方
で
、
永
楽
帝
以
来
の
廷
臣

で
あ
る
夏
原
吉
に
、
軍
事

・
国
事
を
委
任
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
皇
太
子
即
位

の
後
の
政
治
を
ス
ム
ー
ズ
に
運

ぶ
た
め

の
配
慮
で
あ
ろ
う
。

　
張
氏

の

一
連

の
行
動
は
皇
太
子
の
即
位
、
大
き
く
言
え
ば
皇
統
の
安
定
、
こ
の
た

っ
た

一
つ
の
目
的
の
た
め
に
相
互
に
関
連
し
あ
う
事
項

と
言
え

る
。
張
氏
は
明
朝
皇
統
の
安
定
、
こ
の

一
点

の
た
め
に
の
み
尽
力
す
る
と

い
う
、
皇
后

の
皇
位
継
承
問
題
解
決

に
お
け
る
基
本
方
針

と
、
そ

の
前
例
を
作

っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(27
)

　
元
来
、
明
朝

の
皇
位
継
承
制
度
は
、
端
的
に
言
え
ば
嫡
子

・
長
子
相
続
で
あ

っ
た
が
、
靖
難
の
変
に
よ

っ
て
叔
父
の
永
楽
帝
が
、
甥
の
建

文
帝
を
倒
し
て
即
位
し
た
事

で
、
洪
武
帝
が
立
て
た
皇
位
継
承

の
理
念
は
、
早
く
も
覆
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
た
。
漢
王

が
宣
徳
帝
即
位
後
に

起
こ
し
た
反
乱
は
、
安
定
し
き

っ
て
い
な
い
明
朝

の
皇
位
継
承
制
度
を
反
映
す
る
も

の
と
言
え
る
。
張
氏
は

一
貫
し
て
皇
太
子
の
安
定
し
た

即
位

の
た
め
に
行
動
し
た
が
、
永
楽
帝
嫡
子
の
洪
煕
帝
か
ら
、
洪
煕
帝
嫡
子
の
宣
徳
帝

へ
の
皇
位
継
承
は
、
図
ら
ず
も
洪
武
帝
が
打
ち
立
て

つ
つ
も

一
度
崩
れ
て
し
ま

っ
た
大
原
則
を
建
て
直
し
、
定
着
さ
せ
る
と

い
う
、
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
も
言
え

よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
張
氏
は
平
時
に
お
い
て
は
、
後
宮
外

の
事
情
に
つ
い
て
も
精
通
し
、
皇
帝
に
助
言
す
る
事
で
影
響
を
及

ぼ
し
、
皇
帝
崩
御
と

い
っ
た
非
常
事
態
が
生
じ
た
時
は
、
廷
臣
た
ち
に
も
命
令
し
え
る
よ
う
な
権
力
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
れ
が
次
の
皇
位
継
承
問
題
、
宣
徳
帝
の
崩
御
と
正
統
帝
即
位
の
際
に
は
、
ど
の
よ
う
に
は
た
ら

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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第

一
節
　
宣
徳
帝
の
遺
詔

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(28
)

　
洪
煕
帝

崩
御
を
受
け
、
皇
太
子
は
即
位
し
て
宣
徳
帝
と
な
り
、
張
氏
は
皇
太
后
と
な

っ
た
。
彼
女
が
皇
后
で
あ

っ
た
期
間
は

一
年
に
も
満

た
な

い
が
、
皇
太
后
で
あ

っ
た
期
間
も
そ
う
長
い
も
の
で
は
な
く
、
再
び
皇
帝

の
崩
御
、
そ
し
て

一
層
深
刻
な
問
題
に
直
面
す
る
事
に
な
る

の
で
あ

る
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(29
)

　
宣
徳
十
年

(
一
四
三
五
)
正
月
乙
亥
、
宣
徳
帝
が
崩
御
し
た
。
即
位
し
て
約
十
年

の
早
す
ぎ
る
崩
御
は
、
こ
こ
に
ま
た
皇
位
継
承
問
題
を

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(30
)

生
じ
さ

せ
た
。
そ
れ
は
皇
太
子

(後

の
正
統
帝
)
が
当
時
、
ま
だ
十
歳
に
も
満
た
な
い
子
ど
も
と

い
う
事
に
あ

っ
た
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(31
)

　
そ
れ
ま

で
の
明
朝
で
、
も

つ
と
も
若
く
し
て
即
位
し
た
建
文
帝
で
も

二
十
歳
を
超
え
て
お
り
、
若

い
ど
こ
ろ
か
幼

い
皇
帝
を
戴
く
事
に
、

朝
廷
内
外

が
動
揺
す
る
の
は
目
に
見
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
宣
徳
帝

の
遺
詔
に
は
、
皇
太
子
の
即
位
、
文
武
官
に
そ
の
補
佐
を
命
じ
る
文
言

と
と
も

に
、
「国
家

の
重
大
事
は
皇
太
后

・
皇
后
を
通
し
た
後
、
施
行
せ
よ

(凡
国
家
重
務
、
皆
上
白
皇
太
后

・
皇
后
、

然
後
施
行
)
」
と
、

　
　
　
　

　
　
　

(32
)

特
筆
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
遺
詔

の
文
言
は
、
非
常
に
重

い
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
張
氏
が
洪
煕
帝
の
遺
詔
に
か
か
わ

っ
た
事
、
情
報
封

鎖
な
ど

の
措
置
を
取
る
事
が
で
き
た
事
か
ら
、
皇
后

・
皇
太
后
が

一
定

の
権
力
を
持

っ
て
い
た
事
は
間
違

い
な

い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
洪
煕

帝

の
遺
詔

に
は
、
后
妃

の
権
力
を
認
め
る
言
葉
は

一
切
登
場
し
な
か

っ
た
。

い
や
、
張
氏
自
身
が
洪
煕
帝

の
遺
詔
に
関
与
し
て
い
た
以
上
、

お
そ
ら

く
記
載
さ
せ
な
か

っ
た
文
言
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
宣
徳
帝
の
遺
詔
は
、
国
家
の
重
大
事
に

つ
い
て
、
幼

い
皇
帝
に
代
わ

っ
て
皇

太
后

・
皇
后
の
決
定
を
仰
ぐ

こ
と
を
明
文
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
宣
徳
帝

の
遺
詔
に
あ
る
皇
太
后
は
張
氏
を
、
皇
后
は
宣
徳
帝
皇
后
で
皇
太
子
生
母

の
孫
氏
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
が
、
皇
太
后
が
序
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列

で
は
上
位
を
占
め
る
以
上
、
こ
の
遺
詔
の
文
言
は
張
氏
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
よ
か
ろ
う
。

つ
ま
り
、
皇

太
后
の
政
治
的
影
響

力
が
公
的

に
認
め
ら
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
宣
徳
帝

の
遺
詔
を
受
け
て
、
張
氏
は
ど
の
よ
う

に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
皇
太
子
、

つ
ま
り
正
統
帝
の
即
位
ま
で
の
経
過
を
見
る
と
、
実
は
宣
徳
帝
崩
御

の
後
、
皇
太
子
で
は
な
く
別
の
人
間
を
即
位
さ
せ
よ
う
と

す
る
動
き

が
、
廷
臣
た
ち

の
な
か
に
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
遺
詔
が
出
さ
れ
た
と

い
っ
て
も
、
や
は
り
幼

い
皇
帝
の
即
位
は
、
廷
臣
た
ち
に

不
安
と
抵
抗
を
も
た
ら
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
張
氏
は
自
ら
が
皇
太
子
を
推
す
立
場
を
表
明
し
て
混
乱
を

静
め
、
正
統
帝
を
即

　
　
　
　
　
(33
)

位
さ
せ

て
い
る
。
皇
太
后

の
決
定
が
廷
臣
た
ち
に
、
多
大
な
影
響
を
与
え
た
事
が
窺
え
よ
う
。

　
し
か
し
張
氏
は
正
統
帝
が
即
位
す
る
と
そ
の
後
は
、
垂
簾
聴
政
を
廷
臣
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
も
拒
絶
し
、
あ
く
ま
で
廷
臣
た
ち
に
政
治
を

　
　
(34
)

委
ね
た
。

こ
れ
は
張
氏
が
、
政
治
に
直
接
関
与
し
な
い
事
を
明
ら
か
に
し
た
と
同
時
に
、
皇
后

・
皇
太
后
が
発
揮
す
る
権
力
や
直
接
的
な
影

響
力
は
、
皇
位
継
承
問
題
が
解
決
す
る
ま
で
の
限
定
的
な
も

の
と
、
自
ら
示
す
行
為
で
も
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
こ
こ

で

一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
廷
臣
た
ち
は
垂
簾
聴
政
を
要
請
し
た
が
、
こ
れ
は
宣
徳
帝
の
遺
詔
に
続

い
て
、
皇
太
后
の
政
治
的
権
力

を
容
認
す

る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
垂
簾
聴
政
は
后
妃
の
政
治
介
入
を
招
き
、
中
国
歴
代
王
朝
を
通
じ
て
亡
国
の
原
因
を
作

っ
て
い
た
事
を
、

廷
臣
た
ち
も
宣
徳
帝
も
知
ら
な

い
は
ず
が
な

い
。
張
氏
の
決
断
に
よ
り
、
過
去
の
例
を
踏
む
事
は
な
か

っ
た
も
の
の
、
危
険
と
隣
り
合
わ
せ

と
言

っ
て
よ

い
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
行
動
が
取
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
宣
徳
帝
も
廷
臣
た
ち
も
、
歴
史
に
あ

っ
た
過
ち
を
、
わ
ざ
わ
ざ
再
現
し
よ
う
と
す
る
は
ず
は
な
い
。
敢
え

て
あ
の
よ
う
な
行
動
に
出
た
の

は
、
過
去

の
例
を
再
現
さ
せ
な
い
た
め
の
手
段
、
そ
れ
も
か
な
り
有
効
な
も
の
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
取
れ
た
行
動
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
皇
太
后
が
政
治
的
影
響
力
を
強
く
持

つ
事
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
攣
肘
し
え
る
、
も

の
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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第
二
節
　
正
統
帝
の
即
位
事
情

　
張
氏
は
宣
徳
帝
の
遺
詔
に
よ

っ
て
、
よ
り
強

い
政
治
的
影
響
力
を
持

つ
事
に
な

っ
た
。
彼
女
は
洪
煕
帝
が
崩
御
し
た
際
に
は
、
国
事

・
軍

事
は
廷
臣
に
任
せ
て
い
た
が
、
宣
徳
帝
崩
御
の
前
後
に
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
述

の
よ
う
に
宣
徳
帝
崩
御
当
時
、
皇
太
子
で
あ

っ
た
正
統
帝
は
幼
か

っ
た
た
め
、
他
の
候
補
者
を
推
す
動
き
が
出

て
い
た
が
、
そ
れ
を

治
め
た

の
が
張
氏
で
あ

っ
た
。
そ
の
様
子
を

『国
確
　
巻
二
十
三
、
宣
徳
十
年
正
月
己
亥
で
は
、

　
　
宣
宗
が
崩
御
し
、
皇
太
子
は
ま
だ
九
歳
だ

っ
た
。
…
…
嚢
王
を
立
て
る
と

い
う
話
が
あ
り
、
皇
太
后
は
こ
れ
を
聞
く
と
、
た
ち
ど
こ
ろ

　
　
に
乾
清
宮
に
向
か

い
、
皇
太
子
を
抱
え

て
閣
臣
を
呼
び
出
し
泣

い
て
言

っ
た
、
「
こ
れ
が
新
天
子
で
あ
る
」
と
。

閣
臣
は
伏
し
て
万
歳

　
　
を

唱
え
、
群
臣
も
こ
れ
に
従

い
、
噂
は
お
さ
ま

っ
た
。

　
　
宣
宗
賓
天
。
皇
太
子
年
九
歳
、
…
…
或
謂
立
裏
王
。
太
后
聞
之
、
立
至
乾
清
宮
、
携
太
子
召
閣
臣
泣
日
、
此
新
天
子
也
。
閣
臣
伏
謁
呼

　
　
万
歳
、
群
臣
随
之
、
浮
議
乃
息
。

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(35
)

と
あ
り
、

『明
史
』
后
妃
伝
に
も
同
様

の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
幼
い
皇
帝
の
即
位
を
張
氏
が
支
持
し
た
事
で
、
廷
臣
た
ち
も
そ
れ
に
従

っ
た
わ

け
で
あ

る
。

　
し
か

し
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
張
氏
は
幼

い
皇
太
子
の
即
位
に
つ
い
て
迷

っ
て
い
た
節
が
あ
る
。
た
と
え
ば

『救
園
雑
記
』
巻
八
に
は
、

　
　
宣
徳
帝
が
崩
御
し
た
時
、
老
娘
娘
は
国
に
長
君
あ
る
は
社
稜

の
福
と
し
て
、
裏
王
を
立
て
よ
う
と
し
、
宮
中
に
入

れ
た
が
、
後
に
三
楊

　
　
(楊
士
奇

・
楊
栄

・
楊
博
)
が
話
し
あ

っ
た
上
で
反
対
し
た
の
で
、
や
め
た
。
…
…
老
娘
娘
は
、
張
太
后
で
あ
る
。

　
　
云
是
宣
廟
賓
天
時
、
老
娘
娘
以
為
国
有
長
君
、
社
穫
之
福
、
嘗
欲
召
裏
王
、
因
取
入
。
後
以
三
楊
学
士
議
不
譜
而
止
。
…
…
老
娘
娘
、

　
　
張
太
后
也
。

と
あ
り
、
張
氏
が
皇
太
子
で
は
な
く
嚢
王
を
立
て
よ
う
と
し
た
が
、
廷
臣
た
ち
の
反
対
に
あ

っ
て
、
そ
れ
を
断
念
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ



60

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(36
)　
　
　
　
　
(37)　
　
　
　
　
　
　
　
　
(38
)

う
し
た
内
容
は
、
『名
山
藏
』
『罪
惟
録
』

『形
史
拾
遺
記
』
に
も
見
ら
れ
、
す
べ
て

「太
后

(張
氏
)
が
長
君
は
国
福
と
し
て
、
裏
王
を
立
て

よ
う
と

し
た
が
、
果
た
せ
な
か

っ
た

(太
后
謂
国
福
長
君
、
欲
召
立
裏
王
、
不
果
)
」
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(39
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(40
)

　

嚢
王
と
は
洪
煕
帝

の
第
五
子
、
母
は
張
氏
自
身
で
あ
り
、
張
氏
所
生
と
し
て
は
第
三
子
で
あ
る
。
彼
は
洪
煕
帝
崩
御

の
際
や
、
漢
王
の
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(41
)

乱
の
際

に
、
監
国
と
し
て
北
京

の
守
り
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
張
氏
も
頼
り
に
す
る
存
在

で
あ

っ
た
事
が
窺
え
る
。
有
能
か

つ
人
望

の
厚
い

人
物
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
後
に
土
木
の
変
で
皇
帝
不
在
に
な

っ
た
と
き
に
も
、
再
び
皇
位
継
承
候
補
者
と
し
て
取
り
ざ

た
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ

(42
)

る
。

　

最
終
的
に
張
氏
は
皇
太
子
を
即
位
さ
せ
た
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
彼
女
の
迷

い
が
、
朝
廷
に
う
わ
さ
や
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
も

の
と

考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
皇
太
后

の
意
思
が
、
朝
廷
に
も
非
常
に
重
く
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
事
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、
皇
太
子
以
外

の
候
補
者
と
し
て
裏
王
が
推
さ
れ
た
事
、
そ
し
て
皇
太
后
が
裏
王
を
立
て
よ
う
と
し
た
が
、
廷

臣
た
ち

の
反
対
で
断
念
し
た
事
、

の
二
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
な
ぜ
皇
太
子
以
外
の
候
補
者
と
し
て
、
裏
王
が
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
張
氏
は
嚢
王
を
推
す
理
由
と
し
て
、
「
国
有
長
君
」
と

し
て
い
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
嚢
王
は
洪
煕
帝

の
第
五
子
で
、
ま
た
宣
徳
帝
崩
御
当
時
、
洪
煕
帝
第
二
子
の
鄭
王
が
健
在
で
あ
り
長
君
に
は

当
た
ら
な

い
。
張
氏
の
子
、

つ
ま
り
嫡
子
に
限

っ
た
と
し
て
も
第
三
子
の
越
王
が
お
り
、
や
は
り
長
君
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ

で
も
幼

い
皇
太
子
に
代
わ
る
人
材
と
し
て
、
数

い
る
王
た
ち

の
な
か
か
ら
嚢
王
が
推
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
張
氏

の
子
、
嫡
子
で
あ

っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(43
)

た
事
に
加
え
、
有
能
で
人
望
に
厚
か

っ
た
事
が
大
き
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
皇
太
后

の
影
響
力
が
大
き
か

っ
た
事
を
示
す
と
同
時

に
、
皇
太
子
以
外
の
皇
位
継
承
候
補
者
と
し
て
嫡
子
か
ら
選
ぼ
う
と

い
う
意
思
は
、
洪
煕
帝
か
ら
宣
徳
帝

へ
嫡
子
相
続

さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ

て
、
『皇

明
祖
訓
』

の
理
念
が
こ
こ
に
き
て
定
着
し
て
き
た
事
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
裏
王
の
即
位
は
実
現
し
な
か

っ
た
。
国
家
の
重
要
事
を
預
か
る
皇
太
后

の
子
で
あ
り
、
そ
の
推
薦
を
受
け

て
い
た
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
廷
臣
た
ち
の
反
対
に
よ

っ
て
阻
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
見
方
を
変
え
る
と
、
張
氏
が
廷
臣
た
ち

の
意
見
を
受
け
入
れ
た

た
め
、
と
も
言
え
る
。
張
氏
は
万
事
独
断
専
行
せ
ず
、
廷
臣
た
ち
の
意
見
を
優
先
し
た
。

つ
ま
り
皇
太
后
を
製
肘
し
え

る
の
は
、
廷
臣
自
身

で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

　
張
氏
は
最
終
的
に
は
、
皇
太
子
の
即
位
を
決
断
し
、
あ
く
ま
で
皇
位
継
承
問
題
の
解
決
に
の
み
尽
力
し
、
洪
煕
帝
崩
御

の
時
と
同
様
に
皇

統
の
安
定
に
の
み
、
力
を
振

っ
た
。

　
張
氏

は
宣
徳
帝

の
遺
詔
に
よ

っ
て
、
政
治
的
に
強

い
影
響
力
を
持

つ
事
に
な

っ
た
が
、
廷
臣
た
ち
の
意
見
を
受
け
入
れ
る
事
で
、
持
た
さ

れ
た
権
力
を
制
限
し
、
皇
位
継
承
問
題
に
際
し
て
の
皇
后

・
皇
太
后
の
権
限
を
限
定
的
に
す
る
前
例
を
も
、
作

っ
た
と

言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(必
)

　
と
も

あ
れ
皇
位
継
承
問
題
は
解
決
し
、
正
統
帝
が
即
位
し
た
。
し
か
し
張
氏
は
先
述
の
よ
う
に
、
垂
簾
聴
政
を
拒
み
、
さ
ら
に
外
戚
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(45
)

る
自
ら

の

一
族
が
政
治
的
な
権
力
を
持

つ
事
を
厳
禁
し
て
い
る
。

一
度
は
振

っ
た
権
力
を
、
簡
単
に
手
放
し
て
し
ま

っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

彼
女
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
ど
こ
か
ら
来
る
も

の
な
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
態
度
は
幼

い
正
統
帝
と
朝
廷
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の

か
。
正
統
帝
即
位
か
ら
張
氏
の
崩
御
ま
で
の
七
年
間

の
動
き
を
通
じ
て
、
皇
帝
即
位
後

の
皇
太
后

の
動
き
に
つ
い
て
見

て
い
き
た

い
。

第
三
章

皇
太
后
の
役
割

　
　
　
第

一
節
　
内
廷
管
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(46
)

　
正
統
帝
が
即
位
す
る
と
、
張
氏
は
太
皇
太
后
と
な

っ
た
。
通
常
で
あ
れ
ば
張
氏
は
、
後
宮
の
頂
点
に
立

つ
者
と
し
て
後
宮
を
管
理
し
、
幼

い
皇
帝

の
養
育
や
教
育
を
監
督
す
る
の
み
で
よ
か

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
正
統
帝
即
位
当
時

の
後
宮
内
で
、
最
上
位
は
太
皇
太
后

で
あ
る
張
氏
、
次
席
は
宣
徳
帝
皇
后
で
あ
り
正
統
帝
生
母
の
孫
氏
で
あ

っ
た
。
孫

氏
は
宣

徳
帝

の
貴
妃
で
あ

っ
た
が
、
正
統
帝
を
産
ん
だ
こ
と
で
皇
后
に
な

っ
た
人
物

で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
皇
后
で
あ

っ
た
胡
氏
は
廃
后
と
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な

っ
て

い
た
。

　
胡
氏

の
廃
后
は
宣
徳
三
年

(
一
四
二
八
)
の
事

で
あ
る
が
、
明
朝
に
お

い
て
皇
后
を
廃
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
初
め

て
で
あ

っ
た
。
宣
徳

年
間
は
初
め
て
の
皇
太
后
の
誕
生
や
廃
后
な
ど
、
明
朝
後
宮
に
と

っ
て

一
つ
の
画
期
点
と
な
る
事
件
が
起
こ

っ
た
時
代

で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

こ
う
し

た
な
か
、
張
氏
は
ど
の
よ
う
に
内
廷
を
管
理
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
胡
氏
が
廃
后
と
な
る
経
緯
は
、
『明
宣
宗
実
録
』
に
よ
る
と
宣
徳
三
年

(
一
四
二
八
)
三
月
、
胡
氏
が
突
然
退
位

の
辞
を
表
し
た
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(47
)

端
を
発

し
、
宣
徳
帝
も
皇
太
后
も
止
め
た
が
、
結
局
辞
は
受
け
入
れ
ら
れ
、
胡
氏
は
廃
さ
れ
て
い
る
。

　

『明
宣
宗
実
録
』
は
、
胡
氏
が
自
ら
辞
を
表
し
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後

の
正
統
帝
朱
祁
鎮
が
宣
徳
二
年

(
一
四
二
七
)
十

一
月
に

誕
生
し
、
そ
の
ま
ま
立
太
子
さ
れ
て
い
る
事
や
、
『明
史
』
后
妃
伝
に

「宣
徳
帝
が
胡
氏
に
辞
位
を
表
さ
せ
た

(帝
令
后
上
表
辞
位
)」
と
あ

　
　
　
(48
)

る
事
か
ら
、
胡
氏
は
廃
后
を
強
制
さ
れ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
廃
后
は
強
制
さ
れ
た
と
し
て
い
る

『形
史
拾
遺
記
』
に
は
、
宣
徳
帝
が

孫
氏
を
皇
后

の
座
に
つ
け
よ
う
と
、
廷
臣
と
議
論
を
重
ね
て
い
た
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(49
)

　
そ
の
な
か
で
張
氏
は
、
敢
え
て
ロ
を
出
す
こ
と
は
せ
ず

「廷
臣
た
ち
と
議
論
せ
よ

(与
卿
等
議
)
」
と
の
旨
を
出
し
て

い
る
。
張
氏
は
廃
后

　
　
　
　
　
　

(50
V

を
許
さ
な
か

っ
た
が
、
結
局
胡
氏
の
廃
后
が
決
定
す
る
。
張
氏
は
廃
さ
れ
た
胡
氏
を
憐
れ
ん
で
、
常
に
内
廷
で
の
宴

で
は
孫
氏
よ
り
も
胡
氏

　
　
　
　
　
　
　
　

(51
)

を
上
座

に
お
い
た
と

い
う
。

　
以
上
か
ら
考
え

て
、
皇
帝

・
廷
臣
は
後
宮
の
事
に

つ
い
て
、
皇
太
后

の
意
見
を
き

い
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
張
氏

は
、
直

接
的
な
指
示
は
せ
ず
、
ま
た
皇
帝
や
廷
臣
た
ち
の
決
定
を
最
終
的
に
は
尊
重
す
る
立
場
を
取

っ
て
い
る
。
後
宮

の
事
と
は
い
え
、
や

は
り
最
終
決
定
権
は
皇
帝
に
あ
り
、
皇
太
后
と

い
え
ど
も
覆
せ
な
か

っ
た
事
は
、
皇
帝
権
力
が
極
端
に
大
き
く
な

っ
た
明
朝
の
特
徴
と
言
え

よ
う
。

で
は
、
皇
帝
や
廷
臣
た
ち
の
意
思
を
尊
重
す
る
張
氏

の
姿
勢
は
、
他
の
ど

の
よ
う
な
事
に
作
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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第

二
節
　
宙
官

・
外
戚
対
策

　
先
述

の
よ
う
に
、
張
氏
は
自
ら
政
治
を
行
う
事
は
な
く
、
廷
臣
た
ち
か
ら
垂
簾
聴
政
を
要
請
さ
れ
て
も
断
り
、

　
　
祖
宗
の
法
を
壊
し
て
は
い
け
な
い
。
私
は
た
だ
急
務
で
な

い
事
項
は

一
切
裁
決
せ
ず
、
つ
ね
に
帝

(正
統
帝
)
が
勉
学
に
は
げ
む
よ
う

　
　
見

る
の
み
で
、
す
べ
て
を
股
肱
に
委
任
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(52
)

　
　
母
壊
祖
宗
法
。
第
悉
罷

一
切
不
急
務
、
時
時
動
帝
向
学
、
委
任
股
肱
。

と
言

っ
て
、
廷
臣
た
ち
に

一
切
を
任
せ
る
事
を
明
言
し
て
い
る
。
同
様

の
記
述
は
他

の
史
料
に
も
、
決
ま
り
文
句

の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
そ

の
他
に
も
、

　
　
太
皇
太
后
張
氏
は
か
つ
て
便
殿
に
来
て
、
英
国
公
張
輔

・
大
学
士
楊
士
奇

・
楊
栄

・
楊
博

・
尚
書
胡
漢
は
旨
を
受

け
て
入
朝
し
た
。
上

　
　

(正
統
帝
)
は
東
に
立
ち
、
太
皇
太
后
が
上
に
言

っ
た
こ
と
に
は
、
「
こ
の
五
人
は
先
朝
よ
り
仕
え
て
い
る
の
で
、
皇
帝
は
何
か
行
う
計

　
　
画
が
あ

っ
て
も
、
五
人
が
賛
成
し
な
け
れ
ば
、
行

っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
」
と
。
上
は
そ
の
命
を
受
け
た
。

　
　
太
皇
太
后
張
氏
嘗
御
便
殿
、
英
国
公
張
輔

・
大
学
士
楊
士
奇

・
楊
栄

・
楊
博

・
尚
書
胡
漢
被
旨
入
朝
、
上
東
立
、
太
皇
太
后
顧
上
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(53
)

　
　
此
五
人
先
朝
所
簡
飴
、
皇
帝
者
有
行
与
之
計
、
非
五
人
賛
成
、
不
可
行
也
。
上
受
命
。

と
あ
る
よ
う
に
、
張
氏
が
廷
臣
た
ち
に
全
幅
の
信
頼
を
お

い
て
、
す
べ
て
を
委
ね
て
い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
張
氏
は
正
統
帝
に
、
五
人

の
廷
臣
た
ち

の
意
見
を
き
く
よ
う
言

い
聞
か
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
張
氏
が
廷

臣
た
ち
に

一
切
を
委

ね
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
意
見

の
後
ろ
に
自
分
が
い
る
事
を
示
し
、
廷
臣
た
ち
に
よ
り
強
い
権
威
を
も
た
せ
る
役
割
を
果
た
し
て

い
る
と

言
え
よ
う
。
張
氏
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
幼

い
皇
帝
の
補
佐
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
朝
廷
の
安
定
と
い
う
意
味

で
も
、
非
常
に
大

き
な
意
味
を
持

っ
て
お
り
、
そ
れ
は
張
氏
が
廷
臣
に
と

っ
て
不
都
合
な
も

の
、
た
と
え
ば
中
国
歴
代
王
朝
に
よ
く
見
ら

れ
る
、
皇
太
后
を
侍

ん
で
の
さ
ば
る
外
戚
た
ち
、
そ
し
て
皇
帝

の
意
見
を
左
右
し
う
る
宙
官
な
ど
に
対
し
、
厳
し

い
態
度
を
取

っ
て
い
る
事

に
も
よ
く
表
れ
て
い
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る
。

　
ま
ず

宙
官
に
つ
い
て
は
、
当
時
権
力
を
持
ち
始
め
て
い
た
太
監
王
振

へ
の
対
応
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

そ
も

そ
も
宙
官
は
明
朝
に
お
い
て
、
当
然
の
事
な
が
ら
政
治
関
与
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
永
楽
年
間
以
降
そ
の
禁
令
は
破
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(54
)

に
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
宣
徳
年
間
に
入
る
と
、
本
来
無
学
の
者
で
あ
る
は
ず
の
宙
官
を
教
育
す
る
た
め
の
内
書
堂

が
作
ら
れ
る
に
至
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(55
)

王
振
は
ま
さ
に
そ

の
内
書
堂
で
学
ん
だ
宙
官
で
あ

っ
た
。

　
明
朝

の
宣
官
は
、
宣
徳
年
間
に
政
治
に
関
与
で
き
る
素
地
が
作
ら
れ
、
正
統
年
間
は
高
度
な
教
育
を
受
け
た
宙
官
が
活
躍
を
始
め
る
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(56
)

に
当
た
り
、
ま
さ
に

「宙
官
の
専
政
は
こ
れ
よ
り
始
ま
る

(宣
官
専
政
自
此
始
)」
時
期
に
入

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
王
振

は
正
統
帝
の
教
育
係
で
あ
り
、
正
統
帝
は
彼
を
先
生
と
呼
ん
で
、
非
常
に
信
頼
し
て
い
た
。
王
振
は
正
統
帝
が
幼

い
事
、
そ
し
て
そ

の
幼

い
皇
帝

の
全
面
的
な
信
頼

の
も
と
、
横
柄
な
態
度
に
出
る
事
も
あ

っ
た
。
し
か
し
あ
る
日
、
張
氏
は
皇
帝
と
廷
臣
た
ち
の
面
前
で
、
皇

帝

の
起

居
に
つ
い
て
王
振
を
答
め
、
死
罪
を
賜
ろ
う
と
し
た
の
を
、
皇
帝
と
廷
臣
が
止
め
に
入
り
、
そ
の
場
を
収
め

る
と

い
う
事
件
が
起

　
　
(75
)

こ

っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
皇
太
后
が
宙
官
の
害
悪
を
抑
え
る
役
割
を
果
た
し
た
事
を
よ
く
表
し
て
お
り
、
王
振
も
張
氏

が
崩
御
す
る
ま
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(58
)

政
治
に
干
渉
で
き
な
か

っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
皇
太
后

の
存
在
や

一
言
が
宙
官

の
み
な
ら
ず
、
皇
帝

・
廷
臣
た
ち
に
も
、
絶
大

な
る
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

　
張
氏

は
自
ら
政
治
介
入
す
る
事
は
な
く
、
宣
官
も
牽
制
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
后
妃
と
い
う
存
在
に
必
ず

つ
い
て
く
る
外
戚
は
ど
う

だ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
外
戚
は
中
国
歴
代
王
朝
、
特
に
古
代
に
お

い
て
は
、
皇
帝
権
力
を
し
の
ぐ
勢

い
を
持

つ
事
も
め
ず
ら
し
く
な

い
上
、

王
朝

の
滅
亡
原
因
と
し
て
少
な
か
ら
ず
絡
む
存
在
で
あ
る
。

　
張
氏

の

一
族
は
、
彼
女
が
燕
王
世
子
妃
に
な

っ
た
事
か
ら
地
位
を
得
た
事
は
間
違

い
な

い
。
張
氏
の
父
張
麟
は
ま
ず
兵
馬
副
指
揮
、
さ
ら

に
娘
が
皇
太
子
妃
に
な
る
と
京
衛
指
揮
使
を
授
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
死
亡
し
て
い
る
が
、
張
氏
が
皇
后
に
な
る
に
及
ん
で
、
彰
城
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(59
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(60
)

伯
に
追
封
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
張
麟
に
は
二
人
の
息
子
が
あ
り
、
と
も
に
靖
難
の
変

の
際
に
軍
功
が
あ
り
、
張
麟
に
追

封
さ
れ
た
彰
城
伯
は
、

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(61
)

長
男
が
受
け
継
ぎ
、
子
孫
に
世
襲
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
張
氏

の

一
族
は
、
実
際
に
功
績
を
も

っ
て
朝
廷
か
ら
地
位
を
得

て
い
る
面
も
あ
り
、
決
し
て
外
戚
と
し
て
の
地
位
に
甘
ん
じ

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(62
)

て
い
た
だ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
張
氏
は
自
分
の
兄
弟
に
対
し
、
政
治
関
与
を
許
す
事
は
な
か

っ
た
。

　
実
は
明
朝

の
張
氏
以
前

の
皇
后
も
、
自
ら
の
実
家
を
優
遇
す
る
態
度
を
取

っ
て
い
る
と
は
言

い
が
た
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
洪
武
帝
皇
后
馬

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(63
)

氏
は

「
爵
禄
を
外
戚
に
か
た
よ
ら
せ
る
の
は
、
非
法
で
あ
る

(爵
禄
私
外
家
、
非
法
)
」
と
し
て
親
族

へ
官
位
を
与
え

る
事
を
断

っ
て
い
る
。

さ
ら
に
永
楽
帝
皇
后
徐
氏
は
、
建
国
の
功
臣
徐
達
の
娘
で
あ
る
た
め
か
、
靖
難

の
変
後
、
実
家
に
官
位
を
与
え
る
事
を
強
く
断
り
、
そ
れ
を

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(64
)

振
り
切

っ
て
永
楽
帝
が
下
し
た
処
遇
に

つ
い
て
、
謝
辞
を
言
わ
な
か

っ
た
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
皇
后
の
姿
勢
は
伝
統
と
な

っ
た
よ
う
で
、
明
朝
の
そ
の
後
の
皇
后
た
ち
も
、
皇
帝
か
ら
地
位
の
提
案
を

さ
れ
て
も
拒
否
し
て

　
　
　

　
　
　
(65
)

い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
張
氏

の
態
度
は
、
明
朝
の
皇
后

・
皇
太
后
と
し
て
の
対
応
と
し
て
は
、
伝
統
を
踏
ま
え
た
当
然

の
行
為
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
彼
女

の
態
度
は
、
廷
臣
た
ち
の
目
に
も
厳
し
く
見
え
た
よ
う

で
、
「取
り
越
し
苦
労
で
あ
る

(不
用
過
慮
)
」
と
さ
れ
る
ほ
ど
で

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(66
V

あ

っ
た
が
、
彼
女

の
態
度
が
変
わ
る
事
は
な
か

っ
た
。

　
張
氏
は
、
徹
底
し
て
表
舞
台
に
立

つ
こ
と
な
く
、
自
ら

の
影
響
力
を
廷
臣
た
ち

の
後
ろ
盾
と
な
る

一
方

で
、
何
か
と
差
し
さ
わ
り
の
あ
る

宙
官

・
外
戚
に
対
し
て
厳
し
い
姿
勢
で
臨
ん
で
い
る
。
后
妃
と
し
て
、
こ
れ
以
上

の
対
応
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
明
朝

で
は
宙
官

の
弊
害
は
、

結
局
歴
史
上
に
類
を
見
な

い
ほ
ど
大
き
な
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
が
、
外
戚
や
后
妃
に
よ
る
害
悪
は
ま

っ
た
く
な
か

っ
た
と
言

っ
て
よ

い
の

は
、
こ
う
し
た
張
氏
の
行
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
后
妃
の
賢
明
な
あ
り
方
が
大
き

い
と
言
え
よ
う
。

65
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第
三
節
　
後
宮
教
育
と
女
訓
書

　

で
は
張
氏
を
は
じ
め
、
明
朝
の
皇
后
た
ち
が
こ
ぞ

っ
て
外
戚
を
遠
ざ
け
、
ま
た
権
力
を
持

つ
機
会
が
あ
り
な
が
ら
、
政
治
介
入
し
よ
う
と

し
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　
先
述

の
よ
う
に
明
朝
の
后
妃
た
ち
は
、
初
期
を
除
い
て
基
本
的
に
民
間
か
ら
選
ば
れ
て
お
り
、
後
宮
に
入
る
前

の
出
自
は
問
わ
れ
な
か

っ

た
。
そ
れ
は
、
皇
族
と
の
婚
姻
以
前
か
ら
権
力
を
持

っ
て
い
る
家
の
娘
を
、
敢
え
て
選
ば
な

い
よ
う
に
し
た
、
洪
武
帝

の
方
針

の
た
め
で
あ

(67
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(68
)

る
。
洪
武
帝
は

『明
史
』
后
妃
伝
序
に

「昔
の
女
禍
に
鑑
み
て
、
綱
紀
を
作
り
、
ま
ず
内
教
を
厳
し
く
し
た

(明
太
祖
鑑
前
代
女
禍
、
立
綱

陳
紀
、
首

厳
内
教
)」
と
あ
る
よ
う
に
、
厳
し

い
規
則
ば
か
り
で
な
く
、
教
育
ま
で
も
用
意
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
洪
武
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(69
)

(
=
二
六

八
)
に
儒
臣
に
命
じ
て

『女
誠
』
を
作
ら
せ
て
い
る
事
か
ら
も
わ
か
る
。

　
明
朝

が
後
宮
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
た
事
は
、
皇
帝
だ
け
で
は
な
く
女
性
、
そ
れ
も
后
妃
自
ら
の
手
で
、
女
訓
書
を

作
成
し
て
い
た
事
か

ら
も
窺

え
る
。
皇
后
が
作
成
し
た
女
訓
書
で
現
存
し
て
い
る
も

の
は
、
永
楽
帝
皇
后
徐
氏
の

『内
訓
』
、
嘉
靖
帝
生
母
蒋
氏
の

『女
訓
』

の

二
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
洪
武
帝
皇
后
馬
氏
の

『内
訓
』
、
万
暦
帝
生
母
李
氏
の

『女
鑑
』
が
あ

っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
四

つ
の
女
訓
書
の
な
か
で
、
嘉
靖
帝
生
母
蒋
氏
の

『女
訓
』
は
、
蒋
氏
が
ま
だ
安
陸
の
王
府
に
あ

っ
た
と
き
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、

実
際
に
後

宮
内
で
作
ら
れ
た
も
の
は
三
つ
、
現
存
す
る
も
の
と
し
て
は
徐
氏

の

『内
訓
』

の
み
と

い
え
る
の
で
、
こ
こ

で
は
永
楽
帝
皇
后
徐

氏
の

『内

訓
』
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

『内

訓
』

の
序
に
お
い
て
徐
氏
は
、
「洪
武
帝
皇
后
馬
氏

の
教
え
を
、
後
宮
の
女
性
た
ち
に
教
え
る
た
め
に
作

っ
た

(用
述
高
皇
后
之
教
、

以
広
之

為
内
訓
二
十
篇
、
以
教
宮
壷
)
」
と
し
て
お
り
、
後
宮
女
性
に
向
け
て
作
ら
れ
た
事
が
推
察
で
き
る
。
し
か
し
実
際
は
徐
氏
が
崩
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(70
)

の
後
、
永
楽
五
年

(
一
四
〇
七
)
十

一
月
に
群
臣
に
与
え
ら
れ
、
公
刊
さ
れ
て
広
く
に
知
ら
れ
る
書
物
と
な

っ
て
い
る
。

　

こ
の

『内
訓
』
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
後
宮
内
で
読
ま
れ
、
教
育
に
使
用
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
公
刊
さ
れ
て
、
ど

れ
ほ
ど
読
ま
れ
た
も
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の
な

の
か
は
、
わ
か
ら
な

い
。

　
た
だ
嘉
靖
帝
生
母
蒋
氏

の

『女
訓
』
で
は
、
著
者

の
蒋
氏

(章
聖
皇
太
后
)
か
ら
、
嘉
靖
帝
皇
后
に

『女
訓
』
を
授

け
る
儀
式
が
行
わ
れ

た
が
、
そ
の
な
か
で

『内
訓
』
は

『女
訓
』
を
と
も
に
女
官
に
記
諦
す
る
事
や
、
毎
月
決
め
ら
れ
た
日
に
は
、
皇
太
后

の
前
で
聴
講
す
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(71
)

な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
儀
式
は
、
嘉
靖
十
年

(
一
五
三

一
)
に

『女
訓
』
が

『内
訓
』
と
と
も
に
公
刊
さ
れ

る
事
に
合
わ
せ
た
も

の
で
あ

る
。

『女
訓
』
は
、
す
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る

『内
訓
』
と
と
も
に
出
さ
れ
、
ま
た
後
宮
内
で
の
儀
式
や
聴
講
に
お
い
て
も
、

『女
訓
』

は

『内
訓
』
と
、
並
べ
て
読
む
事
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら

『内
訓
』
は
嘉
靖
年
間
に
は
、
す
で
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
書
物
で
あ
り
、
評
価
も
高
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『女
訓
』

の
公
刊
は
そ
の

『内
訓
』
と
と
も
に
出
す
こ
と
で
、
『女
訓
』

の
権
威
を
高
め
よ
う
と
す
る
、
嘉
靖
帝

の
狙

い
が
は
た
ら

い
た
も
の

　
　
　
(72
)

と
言
え

る
。
同
様
に
、
後
宮
内
で

『内
訓
』
『女
訓
』
の
聴
講
が
行
わ
れ
た
事
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
后
妃
の
教
育
に

『内
訓
』
が
読
ま
れ
て
お

り
、
后
妃
た
ち
の
思
想
に
大
き
く
反
映
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

『内
訓
』

二
十
章

の
な
か
に
は
、
外
戚

へ
の
対
し
方

つ
い
て
述
べ
た
章

「待
外
戚
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な

か
で
は
、
外
戚

の
過

ち
は
后
妃

の
徳
の
賢
否
に
か
か

っ
て
い
る
と
し
、
過
去
の
例
を
引

い
た
上
で
、

　
　
外
戚

一
族
を
保
と
う
と
す
る
な
ら
ば
、
后
妃
は
師
傅
を
選
ん
で

一
族
を
教
育
し
、
皇
帝
が
優
遇
し
よ
う
と
も
、
法
を
乱
さ
せ
る
事
は
し

　
　
な

い
も

の
で
あ
る
。
禄
を
賜
ろ
う
と
、
政
治
を
預
か
ら
せ
る
事
は
し
な

い
も

の
で
あ
る
。

　
　
夫
欲
保
全
之
者
、
択
師
傅
以
教
之
、
隆
之
以
恩
、
而
不
使
擁
法
。
優
之
以
禄
、
而
不
使
預
政
。

と
あ
り
、
后
妃
は
自
ら
の

一
族
に
対
し
て
皇
帝

の
恩
寵
に
よ

っ
て
、

の
さ
ば
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
厳
し
い
態
度
で
監
督
す
る
事

こ

そ
が
、

一
族
を
保

つ

一
番

の
方
法
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
言
は
、
ま
さ
し
く
明
朝

の
后
妃
の
姿
勢
を
表
し
て
い
る
も

の
と
言
え
よ

・つ
。
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ま
た
、
君
主

へ
の
仕
え
方
を
記
し
た
章

「事
君
」
で
は
、

　
　
外

の
事
に
は
干
渉
せ
ず
、

(後
宮
)
内
外

の
け
じ
め
を

つ
け
、
命
令
を
外
に
出
さ
ず
、
邪
ま
や
僻
み
を
遠
ざ
け
、
威
儀
を
正
す
事
に

つ
と

　
　
め
、
寵
愛
を
独
占
し
て
恩
を
た
の
ん
で
は
な
ら
な

い
。
政
治
に
口
出
し
し
て
法
を
ま
げ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
外
事
不
渉
、
謹
弁
内
外
、
教
令
不
出
、
遠
離
邪
僻
、
威
儀
是
力
、
母
檀
寵
而
枯
恩
。
母
干
政
而
擁
法
。

と
あ
り
、
政
治
干
渉
を
厳
し
く
禁
じ
て
い
る
。

　
張
氏
を
は
じ
め
と
す
る
明
朝
の
后
妃
た
ち
の
対
応
は
、
『内
訓
』
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
外
戚
や
廷
臣
た
ち

へ
の
配
慮
、
政
治
に
口
出

し
し
な

い
態
度
は
、
明
朝
後
宮
で
の
教
育
が
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
洪
武
帝
は
後
宮
内
に
、
厳
し

い
規
則
を
設
け
る
と
と
も
に
、
教
育
に
力
を
入
れ
た
こ
と
で
、
や
が
て
后
妃
た
ち
自
身

が
著
し
た
女
訓
書
が

生
ま
れ
た
。
こ
れ
は
厳
格
な
規
定
と
と
も
に
、
后
妃
た
ち

へ
の
絶
大
な
る
抑
止
力
と
な
る
に
至

っ
た
と
言
え
よ
う
。

お

わ

り

に

　
本
稿

で
は
、
明
朝
の
后
妃
が
政
治
に
与
え
た
影
響
を
見
る
た
め
、
明
朝

で
初
め
て
の
皇
太
后

・
太
皇
太
后
と
な

っ
た
張
氏
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
た
。

　
張
氏
は
洪
煕

・
宣
徳

・
正
統
の
三
つ
の
時
代
に
お
い
て
、
皇
后

・
皇
太
后

・
太
皇
太
后
と
し
て
後
宮
の
頂
点
に
あ
り

、
そ
し
て
二
度
の
皇

位
継
承
問
題
に
向
き
合

っ
た
。
皇
帝
崩
御
に
際
し
、
皇
太
子
が
不
在

で
あ

っ
た
り
幼
か

っ
た
り
し
て
皇
帝
不
在
期
間

が
生
じ
た
と
き
、
皇

后

・
皇

太
后
は
先
代
皇
帝
の
代
行
者
と
し
て
問
題
を
解
決
す
べ
く
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
張
氏
は

一
貫
し
て
、
皇
統
の
安
定
し
た

継
承

の
た
め
に
尽
力
し
て
お
り
、
ま
た
廷
臣
た
ち
も
皇
太
后
の
意
見
を
尊
重
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
張
氏
が
独
断
専
行

で
き
る
も

の
で
は

な
く
、
廷
臣
た
ち
が
反
対
を
表
明
す
れ
ば
、
自
ら
の
方
針
を
転
換
さ
せ
て
い
る
事
か
ら
、
張
氏

の
行
動
原
則
は
皇
統
の
安
定
と
と
も
に
、
朝
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廷
の
安
定
を
保

つ
事
で
も
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
皇
位
継
承
問
題
と
皇
帝
不
在
が
、
皇
太
后
が
動
か
ざ
る
を
得
な

い
状
態
に
立
た
せ
た
と
言
え
る
わ
け
だ
が
、

一
度
皇
帝
が
即

位
し
て
し
ま
う
と
、
張
氏
は
政
治
に

一
切
口
出
し
す
る
よ
う
な
事
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
明
朝

の
后
妃
に
政
治
的
影
響
力
が
な
か

っ

た
と
、
即
言
え
る
も
の
で
は
な

い
。
張
氏
は
皇
后

の
時
代
か
ら
、
後
宮
外

の
事
に
つ
い
て
も
事
情
を
詳
し
く
承
知
し
て
お
り
、
そ
れ
は
皇
太

后
に
な

っ
て
も
変
わ
ら
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
宣
徳
年
問
に
起
こ

っ
た
廃
后
と

い
う
事
件
に
つ
い
て
も
、
張
氏
は
反
対

の
意
を
間
接
的
に
伝
え

つ
つ
も
、
最
終
的

に
は
皇
帝
の
決
定
に

従

っ
て

い
る
。
後
宮
内
の
事

で
あ

っ
て
も
、
皇
太
后
は
直
接
的
に
皇
帝
に
意
見
せ
ず
、
ま
た
皇
帝

の
最
終
決
定
を
覆
す
事
は
な
か

っ
た
事
を

表
し
て

い
る
。

　
そ
し

て
宣
徳
帝
が
崩
御
す
る
と
、
そ
の
遺
詔
を
受
け
張
氏
は
太
皇
太
后
と
し
て
、
幼

い
皇
帝
に
代
わ
り
国
家
の
重
大
事

に
つ
い
て
決
定
を

下
す
立
場
と
な
る
。
宣
徳
帝

の
遺
詔
は
皇
太
后
の
権
力
を
皇
帝
が
保
障
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
も
張
氏
が
政
治

に

つ
い
て
指
示
や
相

談
を
皇
帝
か
ら
受
け
、
直
接
的
で
は
な
い
も
の
の
后
妃
が
皇
帝
に
影
響
を
与
え
て
い
た
事
を
、
公
的
に
認
め
る
も
の
と
言
え
る
。

　
し
か
し
、
張
氏
は
廷
臣
た
ち
に
す
べ
て
を
任
せ
、
自
ら
は
決
し
て
積
極
的
に
介
入
し
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。
太
皇
太
后
に
な

っ
て
か
ら

の
張
氏
は
皇
帝

の
養
育
の
監
督
と
と
も
に
、
権
力
を
持
ち
始
め
て
い
た
宙
官
王
振
を
牽
制
し
、
外
戚
に
政
治
関
与
を
厳

し
く
禁
じ
た
。
張
氏

は
廷
臣
た
ち
の
後
ろ
盾
と
し
て
、
朝
廷

の
安
定
に
つ
と
め
た
。
張
氏
の
行
動
規
範
は
終
始

一
貫
し
て
、
明
朝
内
外
廷
の
安
定
、
こ
の

一
点
に

尽
き
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
模
範
的
な
后
妃
の
あ
り
方
は
、
明
朝

の
后
妃
に
対
す
る
教
育
、
そ
れ
も
后
妃
自
身
が
女
訓
書
を
編
纂
す

る
ほ
ど
熱
心
な
も
の

が
根
底

に
あ
る
。
こ
の
な
か
で
皇
后
は
後
宮

の
頂
点
、
天
下
母
儀

の
模
範
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
張
氏
は
そ

れ
を
強
く
意
識
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
を
示
す
よ
う

に
張
氏
は
、
正
統
六
年

(
一
四
四

一
)
正
月
、
正
統
帝

の
后
妃
選
び
の
た
め
、
礼
部
に
勅
諭
し

て
北
京

・
直
隷

・
南

京

・
鳳

陽

・
准
安

・
徐
州

・
河
南

・
山
東

・
山
西

・
陳
西
に
立
て
札
を
立
て
さ
せ
、
十
三
か
ら
十
五
歳

の
女
子
で
、
容
貌
が
美
し
く
礼
節
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
(73
)

し

っ
か
り

し
て
い
る
者
を
、
父
母
に
北
京
に
送
ら
せ
た
上
で
、
自
ら
が
未
来
の
皇
后
を
審
査
す
る
と

い
う
命
令
を
発
し

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(74
)

　

こ
の
后

妃
選
び
に
よ

っ
て
選
ば
れ
た
銭
氏
と
正
統
帝

の
婚
儀
は
、
翌
年
七
月
に
執
り
行
わ
れ
、
や
る
べ
き
事
は
終
わ

っ
た
と
言
う
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(75
)

そ
の
三
ヵ
月
後
に
張
氏
は
崩
御
す
る
。
崩
御
に
際
し
張
氏
は
、
宮
中

の
事
を
皇
太
后

(孫
氏
)
に
委
ね
な
が
ら
も
、
后
妃
が
国
政
に
関
与
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(76
)

る
事
を
改

め
て
厳
禁
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
張
氏
自
身
が
政
治
に
介
入
し
な
い
よ
う
に
、
注
意
深
く
振
舞

っ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
ま

た
当
時
の
皇
太
后
孫
氏
を
は
じ
め
、
後
の
后
妃
た
ち
に
向
け
た
、
自
ら
と
同
様
の
立
場
に
立
た
さ
れ
た
と
き

の
た
め
の
警
告
で
あ

ろ
う
。
結

局
、
明
朝

の
后
妃
は
実
際
に
垂
簾
聴
政
を
行

っ
た
人
物
は
現
れ
な
か

っ
た
が
、

い
つ
そ
う
な

っ
て
も
お
か
し
く
な

い
危
う
さ
を
は

ら
ん
で

い
る
事
を
、
当
事
者
で
あ

っ
た
張
氏
自
身
が

一
番
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿

で
は
明
朝
の
後
宮
、
皇
太
后
に

つ
い
て
張
氏
を
例
と
し
て
取
り
扱

っ
た
が
、
そ
れ
以
降
の
明
朝
に
皇
位
継
承
問
題
が
起
こ
ら
な
か

っ

た
わ
け

で
は
な
い
。
そ

の
際
、
皇
太
后
を
は
じ
め
と
す
る
后
妃
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ
た
の
か
。
ま
た
、
逆
に
皇
太
后
が
不
在
で

あ

っ
た
と
き
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た

の
か
。
明
朝
中
期
以
降
の
後
宮
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
課
題
で
あ
る
。
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注(1
)
『典
故
紀
聞
』
巻
二
。

　

太
祖
以
元
末
之
君
不
能
厳
宮
闘
之
政
、
至
宮
媛
女
謁
私
通
外
臣
、
而
納
其
賄
賂
、
或
施
金
吊
於
僧
道
、
或
番
僧
入
宮
中
摂
持
受
戒
、
而
大
臣
命

　

婦
、
亦
往
来
禁
抜
、
淫
涜
邪
乱
、
礼
法
蕩
然
、
以
至
於
亡
。
遂
深
戒
前
代
之
失
、
著
為
令
典
、
傳
世
守
之
。
皇
后
之
尊
、
止
得
治
宮
中
媛
婦
之

　

事
、
即
宮
門
之
外
、
毫
髪
事
不
預
焉
。
自
后
妃
以
下
至
嬢
侍
女
使
、
大
小
衣
食
之
費
、
金
銀
銭
吊
器
用
百
物
之
供
、
皆
自
尚
宮
奏
之
、
而
後
発

　

内
使
監
官
覆
奏
、
方
得
赴
所
部
関
領
。
若
尚
宮
不
及
奏
、
而
朦
朧
発
内
官
監
、
監
官
不
覆
奏
而
軌
檀
領
之
部
者
、
皆
論
以
死
、
或
以
私
書
出
外

　

者
、
罪
亦
如
之
。

(2
)
正
統
帝
と
万
暦
帝
が
、
そ
れ
ぞ
れ
十
歳
程
度
で
即
位
し
て
い
る
。

(3
)
『明
史
』
巻
百
十
三
、
后
妃
伝

一
。

　

仁
宗
誠
孝
皇
后
張
氏
、
…
…
太
后
遇
外
家
厳
、
弟
昇
至
淳
謹
、
然
不
許
預
議
国
事
。

(4
)
『明
史
』
巻
三
百
、
外
戚
伝
。

　

張
離
、
永
城
人
。
洪
武
二
十
年
以
女
為
燕
世
子
妃
、
授
兵
馬
副
指
揮
。
世
子
為
太
子
、
進
京
衛
指
揮
使
、
尋
卒
。
仁
宗
即
位
、
追
封
彰
城
伯
、

　

詮
恭
靖
、
後
進
侯
。

(
5
)
『明
太
宗
実
録
』
巻
三
十
、
永
楽
二
年
四
月
甲
戌
。

　

冊
立
世
子
為
皇
太
子
、
封
第
二
子
高
煎
為
漢
王
、
第
三
子
高
燧
為
趙
王
。
諸
王
子
未
受
封
爵
者
、
嫡
長
子
封
為
世
子
、
衆
子
為
郡
王
。
冊
長
子

　

妃
張
氏
為
皇
太
子
妃
、
第
二
子
妃
章
氏
為
漢
王
妃
、
第
三
子
妃
徐
氏
為
趙
王
妃
。

(6
)
注
3
に
同
じ
。

　

后
始
為
太
子
妃
、
操
婦
道
至
謹
、
雅
得
成
祖
及
仁
孝
皇
后
歓
。
太
子
数
為
漢

・
趙
二
王
所
間
、
髄
肥
碩
不
能
騎
射
。
成
祖
圭
心、
至
減
太
子
宮
膳
、
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瀕
易
者
屡
　
、
卒
以
后
故
得
不
廃
。

　

『明
史
紀
事
本
末
』
巻
二
十
七
、
高
煎
之
叛
。

　

上
及
后
御
便
殿
、
東
宮
妃
張
氏
親
執
庖
毅
上
御
膳
。
恭
謹
上
大
喜
日
、
斯
婦
賢
、
他
日
吾
家
事
多
頼
也
。
自
此
無
易
儲
意
。

　

『形
史
拾
遺
記
』
巻
二
、
仁
宗
皇
后
張
氏
。

　

后
内
寛
仁
宗
而
外
事
成
祖
及
仁
孝
皇
后
甚
謹
、
重
得
仁
孝
心
、
仁
孝
毎
言
干
成
祖
、
成
祖
亦
意
解
。
嘗
曲
宴
内
苑
、
仁
宗
侍
、
成
祖
見
仁
宗
色

　

変
、
唾
而
署
移
時
指
后
日
、
此
佳
婦
、
他
日
当
承
我
家
、
脱
微
此
、
廃
爾
久
　
。
后
起
頓
首
謝
。
頃
之
忽
失
后
所
在
、
上
怪
使
覚
后
。
則
后
方

　

親
入
宮
庖
、
手
湯
餅
出
薦
。
上
且
喜
且
感
、
顧
仁
孝
、
仁
孝
為
慰
労
泣
下
、
乃
呼
仁
宗
及
后
前
劇
飲
、
尽
催
乃
罷
。
由
是
太
子
得
不
易
。

(7
)
『明
仁
宗
実
録
』
巻
三
上
、
永
楽
二
十
二
年
十
月
己
酉
。

　

遣
太
師
英
国
公
張
輔

・
太
子
大
傅
安
遠
侯
柳
升

・
少
傅
兼
吏
部
尚
書
窒
義
、
持
節
及
金
冊

・
金
宝
、
冊
妃
張
氏
為
皇
后
。

(8
)
注
3
に
同
じ
。

(9
)
『明
仁
宗
実
録
』
巻
十
、
洪
煕
元
年
五
月
辛
巳
。

　

上
疾
、
大
漸
。
遺
詔
天
下
伝
位
皇
太
子
。
詔
日
、
朕
以
菲
徳
嗣
承
祖
宗
洪
業
、
君
臨
天
下
、
甫
及
途
年
。
上
惟
皇
考
太
宗
皇
帝
山
陵
永
遠
、
迫

　

功
哀
誠
、
下
惟
海
内
購
黎
彫
療
未
復
、
憂
労
夙
夜
。
時
用
逡
疾
、
奄
至
大
漸
。
夫
死
生
者
書
夜
常
理
、
往
聖
同
轍
、
婁
足
悲
念
。
惟
宗
社
生
民
、

　

必
有
君
主
。
長
子
皇
太
子
、
天
稟
仁
厚
、
孝
友
英
明
、
先
帝
夙
期
其
大
器
、
臣
民
成
哉
其
令
望
、
宜
即
皇
帝
位
、
以
奉
神
霊
之
統
、
撫
億
兆
之

　

衆
。
朕
既
臨
御
日
浅
、
恩
沢
未
液
於
民
、
不
忍
復
有
重
労
。
山
陵
制
度
務
従
倹
約
。
喪
制
、
用
日
易
月
、
中
外
皆
以
二
十
七
日
釈
服
、
無
禁
嫁

　

嬰
音
楽
。
在
外
親
王
藩
屏
為
重
、
不
可
諏
離
本
国
。
各
処
総
兵

・
鎮
守
備
禦
重
臣
、
及
文
武
大
小
官
員
、
亦
母
檀
離
職
守
。
聞
哀
之
日
、
止
於

　

本
処
朝
夕
契
臨
三
日
、
悉
免
赴
閾
行
礼
。
皇
考
太
宗
皇
帝
服
制
、
侃
遵
去
年
八
月
之
令
。
鳴
呼
南
北
供
億
之
労
、
軍
民
倶
困
、
四
方
轡
仰
、
成

　

属
南
京
、
斯
亦
吾
之
素
心
。
君
国
子
民
、
宜
従
衆
志
。
凡
中
外
文
武
郡
臣
、
成
尽
忠
乗
節
、
佐
輔
嗣
君
、
永
寧
我
国
生
民
、
朕
無
憾
　
。
詔
告



73　　 明朝の皇位継承問題 と皇太后

　

中
外
成
使
聞
知
。
是
日
上
崩
子
欽
安
殿
。
宮
中
以
皇
太
子
未
至
未
発
喪
。

(10
)
『明
宣
宗
実
録
』
巻
三
、
洪
煕
元
年
七
月
乙
亥
。

　

遣
太
師
英
国
公
張
輔
、
告
昊
天
上
帝
厚
土
皇
帝
砥
。
太
保
寧
陽
候
陳
慾
、
告
五
廟
。
太
皇
太
后
上
親
告
太
宗
皇
帝
几
莚

・
仁
宗
皇
帝
几
莚
。
上

　

奉
冊
宝
、
尊
母
后
張
氏
為
皇
太
后
。

(11
)
『明
宣
宗
実
録
』
巻
百
十
五
、
宣
徳
十
年
正
月
乙
亥
。

　

上
崩
、
遺
詔
天
下
。
詔
日
、
朕
以
菲
薄
獲
嗣
祖
宗
大
位
、
就
就
夕
湯
催
弗
克
負
荷
、
蓋
今
十
有

一
年
　
、
而
徳
沢
未
沿
於
天
下
、
心
恒
憶
之
。

　

比
者
遙
疾
、
日
療
彌
留
。
夫
死
生
常
理
、
修
短
定
数
、
惟
不
能
光
承
列
聖
之
洪
業
、
終
奉
聖
母
皇
太
后
之
養
、
中
心
念
之
、
難
妓
弗
寧
。
長
子

　

皇
太
子
祁
鎮
、
天
性
純
厚
、
仁
明
剛
正
、
其
嗣
皇
帝
位
。
在
廷
文
武
之
臣
、
協
心
輔
佐
、
務
以
安
養
軍
民
為
本
、
母
作
聡
明
以
乱
旧
章
。
凡
国

　

家
重
務
、
皆
上
白
皇
太
后

・
皇
后
、
然
後
施
行
。
中
外
大
小
臣
僚
、
各
敬
乃
職
、
敷
忠
嗣
君
、
母
黍
朝
命
。
喪
制
悉
遵
皇
考
洪
煕
元
年
五
月
遺

　

詔
、
母
改
山
陵
、
務
倹
約
。
宗
室
親
王
、
藩
屏
任
重
、
謹
守
封
国
。
各
処
総
兵
及
鎮
守
官
、
及
衛
所
府
州
県
、
悉
心
尽
力
、
安
撫
軍
民
勿
檀
離

　

職
。
赴
閾
進
香
者
、
令
佐
弐
幕
職
、
或
遣
官
代
行
、
両
広

・
四
川

・
雲
南

・
貴
州
七
品
以
下
衙
門
、
並
免
進
香
。
故
弦
詔
諭
、
成
使
聞
知
。

(12
)
『明
英
宗
実
録
』
巻
二
、
宣
徳
十
年
二
月
辛
亥
。

　

謹
上
冊
宝
、
尊
聖
祖
母
皇
太
后
為
太
皇
太
后
、
聖
母
皇
后
為
皇
太
后
。

(13
)
『明
英
宗
実
録
』
巻
九
十
七
、
正
統
七
年
十
月
乙
巳
。

　

太
皇
太
后
崩
。
遺
詰
内
外
文
武
群
臣
日
、
吾
自
洪
武
中
配
仁
宗
皇
帝
三
十
余
年
、
為
未
亡
人
十
有
八
年
。
今
命
止
此
、
得
全
帰
以
従
先
帝
於
地

　

下
足
　
。
允
惟
国
家
重
事
、
存
没
在
念
。
皇
帝
聡
明
孝
敬
、
仁
厚
剛
果
。
爾
内
外
文
武
群
臣
、
宜
尽
誠
輔
導
。
夫
天
下
者
、
祖
宗
之
天
下
、
軍

　

民
者
、
祖
宗
之
軍
民
。
惟
愛
人
為
保
国
之
本
、
惟
施
仁
為
愛
人
之
道
。
爾
群
臣
成
佐
皇
帝
、
惇
行
仁
政
、
各
乗
廉
公
忠
誠
、
勤
慎
不
慨
、
庶
幾

　

克
済
。
宮
中
庶
務
、
悉
取
皇
太
后
処
分
。
諸
后
妃
家
、
並
須
遵
奉
皇
祖
訓
戒
、
不
許
干
預
国
政
。
吾
素
無
徳
及
下
、
身
没
之
後
、
喪
服
悉
遵
仁



74

　

宗
皇

帝
遺

詔

、
以

日
易
月

、

二
十
七

日
而

除
、

実
臨

三
日

即
止
。

君
臣

皆
同

、

不
得
故

違
。

皇
帝

宜
念

万
機

之
重

、
群

臣
当

共
慰
勉

、

母
得
過

　

哀

。
成
服

三

日
後
、

即
聴

政
。

天
地

・
宗
廟

・
社

稜
之

祭
、

不
可

以
畢

廃
尊

、
及

百
神

之
祀

、
皆
循

常

勿
停

。
宗
室

諸
王

藩
屏

為
重

、
母

顛
離

　

本

国
、
但

遣
人

進
香

、
不

必
送
葬

。
諸

子
先

有

君
命

召
者

、
君
命

為
重

、
傍

聴
赴

京
。
在

外

大
小

文
武

衙
門

、
並
免

進
香

、

中
外
臣

民
之

家

、

　

並
勿

禁
音

楽
嫁

嬰
。
悉

遵
行

之

、
勿
違

。

(
14
)

こ

の
間

の
経
緯

に

つ
い
て
は
、

新
宮

学

『北
京

遷
都

の
研
究
』

汲

古
書

院
、

二

〇
〇

四
年
を

参

照
。

(
15
)

『明
仁

宗
実

録
』

巻

十
、
洪

煕

元
年

五
月
庚

辰

。

　

召
尚

書
舞

義

・
大
学

士
楊

士
奇

・
黄

准

・
楊

栄
至

思
善

門
。

命
士

奇
勅

遣
中

官
海

寿
馳

召
皇

太

子
。

(
16
)
注

9
に
同

じ
。

(
17
)

『
明
宣
宗

実

録
』

巻

一
。
洪

煕
元

年

六
月
庚

戌
。

「
上

即
皇

帝
位

。
」

(
18
)
注

9
に
同

じ
。

(
19
)

『
世
宗
荘

憲

大
王

実
録
』

巻

一
。

乙
巳

七
年

、
閏

七
月

癸
卯

。

　

聖
節
使

通
事

趙
忠

佐
等

、

…
…
忠
佐

啓

日
、

節

日
使

未

及
到

北
京

、
聞
大

行
皇

帝
崩

逝
、

即
服

喪
服

実
臨

三

日
。
至

帝
都

、
進
表

於

礼
部

。
礼

　

部

聞
奏

、

以
表
及

方
物

献
於

大
行
皇

帝
磧

前

。
問
崩

逝
之

故
於

華

人
、
或

云

天
震
之

、
或

云
病

而
崩

、
諦

之
也

。
其
遺

詔

、
皇
后

所
為

也

。

(
20
)
注

9
に
同

じ
。

(
21
)

『
明
史
』

巻

百
十

八
、

諸
王

三
。

(
22
)

『忠

靖
集

』

附
録

遺
事

、
夏

忠
靖

公
遺
事

。

　

仁

宗
賓

天
公

受
顧

命

、
宣
宗

為
皇

太
子

、
監

国

南
京

。
中

外

洒
洒
、

有
漢

庶
人

之
憂

。

(
23
)

注

21

に
同
じ

。

「未

幾
、

仁
宗

崩
、

宣
宗

自
南

京
奔

喪

。
高
煎

謀

伏
兵

遜
於

路
、
倉

卒

不

果
。
」
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(
24
)
洪

煕
帝

に

は
、

十
人

の
皇

子
と

七
人

の
公

主

が
あ

っ
た

が
、
鄭

王

の
母

は
李
賢

妃

、
嚢

王

の
母

は
張
氏

で
あ

る
。

(
25
)

『
明
史
』

巻

百
十

九
、

諸

王
伝

四
。

　

鄭

靖

王
謄

竣
、

仁
宗

第

二
子
。

永
楽

二
十

二
年

十

月
封

。
仁
宗

崩

、
皇

后
命

与
裏

王
監

国

、
以
待

宣
宗

。

(
26
)
注

22
に
同

じ
。

「
太
后

以
公

東
宮

旧
輔

、

凡
軍

国
事
悉

命

公
裁

処
。
」

(
27
)

『皇

明
祖

訓
』

法

律
。

　

凡

朝
廷

無
皇

子
、

必
兄

終
弟

及
。

漬
立
嫡

母
所

生

者
、
庶

母
所

生
錐

長

不
得
立

。
若

姦
臣

棄
嫡

立
庶

、
庶

者
必

当
分

守
勿

動
。

遣
信

報
嫡

之
当

　

立

者
、

務
以

嫡
臨

君
位

朝
廷

、
即

斬
姦

臣
、
其

三

年
朝
観

並
如

前
式

。

(
28
)
注

10
に
同

じ
。

(
29
)
注

11
に
同

じ
。

(
30
)
注

3
に
同

じ
。

「宣

宗

崩
、

英
宗

方
九

歳
。
」

(
31
)

建
文

帝

は
、

洪
武

十
年

(
=

二
七
七
)

十

一
月

に

誕
生
、

洪
武

三
十

一
年

(
=

二
九

八
)

に

即
位

し

て

い
る
。

(
32
)

注

11
に
同
じ

。

(
33
)

注

3

に
同
じ

。

　

宣

宗
崩

、
英
宗

方
年

九

歳
、
宮

中

説
言
将

召

立
嚢

王
　

。
太
后

趣
召

諸
大

臣
至

乾
清

宮
、

指
太

子
泣

日
、

此
新

天
子

也
。

群
臣
呼

万
歳

、

浮
言

　

乃

息
。

(
34
)
注

3

に
同
じ

。

　

大

臣
請
太

后

垂
簾

聴
政

、
太

后

日
、

母
壊
祖

宗

法
。

第
悉

罷

一
切
不

急
務

、
時

時

動
帝
向

学

、
委

任
股

肱
。

(
35
)

注

34

に
同
じ

。
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(36
)

『名

山

藏
』

巻

三
十

、
坤

則
記

、
張
皇

后

。

(37
)

『罪
惟

録
』

列
伝

巻

二
。

(
38
)

『
形
史
拾

遺

記
』

巻

二
、
仁

宗
皇

后
張

氏
。

(
39
)
張

氏
所

生

の
男

子
は

、
宣
徳

帝

・
越

王

(第

三
子
)
・
裏

王

(第

五
子
)

で
あ

る
。

(
40
)
注

25
に
同

じ
。

(
41
)

『明

宣
宗

実
録

』

巻

二
十
、

宣
徳

元
年

八
月

己
巳

。

「命

鄭

王
謄

竣

・
嚢

王
謄

増
居

守
。
」

(
42
)
注

25
に
同

じ
。

　

嚢

憲
王

謄

塔
、
仁

宗
第

五

子
。

…
…

英
宗

北
狩

、
諸

王
中

、
謄

塔
最

長

且
賢

、
衆

望
頗

属

。
太
后

命
取

嚢

国
金
符

入

宮
、

不
果

召

。

(
43
)
荷

見
守
義

「
景
泰

政
権

成
立

と
孫

皇
太

后
」

『東

洋
学

報
』

巻

八
十

二
第

一
号

、

二
〇

〇
〇
年

。

(
44
)
注

34
に
同

じ
。

(
45
)

注

3

に
同
じ

。

(
46
)

注

12

に
同
じ

。

(
47
)

『明

宣
宗

実
録

』
巻

三

十
九

、
宣

徳

三
年

三

月
癸

未
。

　

命

鮒
馬
都

尉

西
寧
侯

宋
瑛

・
太

子
少

傅

工
部
尚

書
兼

謹
身

殿
大

学
士

楊
栄
為

正

副
使
持

節

、
冊

貴
妃
孫

氏
為

皇
后

。

初
皇
后

胡
氏

為
皇

太

子
妃

、

　

上

即
位

、
立
為

后
。

喩
年

嬰
疾

久
弗
滲

、

請
於

上

日
、
中

宮
之

位
以

上
承

至
尊
奉

宗
廟

之

祀
、
致

聖

母
之
養

、
而

下

理
宮
閾

之

政
、
所

係
甚

重

。

　

妾
久

病

、
致
宗

廟
之

祀

、
聖
母

之
養

、
皆
皇

上

独
任
其

労

、
中
壷

之
事

、

又
無

所
統

。
妾
夙

夜
心

不
自

安

、
自
付

薄
福

、

不
可

以
恭
斯

位

、
惟

　

大
恩

賜
之

問

居
、
別

選
賢

徳
以

位
中

宮
、

妾
余

生
庶

延
永
久

。

上
驚
愕

日

、
皇
后

何
為

出

此
言

、
人
病

有
愈

時

、
量
当

妄
思

及

、
此
其

勿
言

。

　

数

日
後
復

申
前

請
、

上
慰

諭
再

三

日
、
皇

后
安

意
養
疾

。

近
聞

医
者

言
、
疾

漸
向

安

、
勿
妄

思
也

。

一
日
皇

太
后

視
后

疾
、

后
請

辞
位

就
間

如
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請
於
上
者
。
皇
太
后
日
、
娘
婦
何
至
出
此
言
、
慎
勿
妄
思
。
他
日
又
請
於
上
及
皇
太
后
如
前
語
、
且
日
皇
上
春
秋
三
十
、
未
有
子
嗣
、
是
妾
所

　

累
也
。
今
既
有
疾
、
不
付
分
引
退
、
宗
廟
神
霊
量
祐
之
。
遂
上
表
請
。
不
聴
。
自
是
屡
請
、
会
貴
妃
生
子
、
后
喜
請
於
上
立
為
皇
太
子
。
文
武

　

群
臣
亦
三
上
表
請
冊
立
后
、
力
賛
上
早
定
国
本
。
貴
妃
固
辞
日
、
皇
后
病
癒
当
有
子
。
上
以
白
皇
太
后
、
皇
太
后
日
、
其
順
輿
情
既
立
為
皇
太

　

子
、
后
遂
請
立
貴
妃
為
皇
后
、
外
庭
寝
聞
后
遜
位
意
、
文
武
群
臣
亦
上
表
請
立
貴
妃
為
皇
后
、
貴
妃
固
辞
、
辞
言
、
皇
后
在
余
敢
干
大
分
乎
。

　

群
臣
復
上
表
請
、
上
手
詔
答
日
、
夫
婦
人
倫
之
本
、
恩
義
兼
厚
、
方
側
辞
遜
之
誠
、
遽
聞
建
立
之
請
、
量
朕
心
所
安
哉
。
不
允
。
外
廷
皆
聞
貴

　

妃
固
辞
、
公
侯
文
武
群
臣
命
婦
合
詞
啓
貴
妃
謂
、
聖
子
之
生
、
是
天
命
有
在
、
天
命
不
可
違
、
皇
太
后
之
命
不
可
違
、
皇
上
之
命
不
可
違
、
宜

　

抑
私
己
之
謙
、
早
正
中
宮
之
位
、
此
国
家
大
事
也
。
貴
妃
又
懇
辞
日
、
吾
荷
国
恩
寵
栄
過
　
、
非
所
願
也
。
上
以
衆
人
之
請
聞
於
皇
太
后
、
皇

　

太
后
謂
上
日
、
既
有
子
為
儲
、
其
従
衆
請
。
上
遂
勅
礼
部
日
、
比
皇
后
胡
氏
自
惟
多
疾
、
不
能
躬
承
祭
養
、
重
以
無
子
、
固
懐
謙
退
。
上
表
請

　

聞
、
朕
念
夫
婦
之
義
、
拒
之
不
従
、
而
陳
辞
再
三
、
益
加
倦
切
、
已
従
所
志
、
就
問
別
宮
、
其
称
号
服
食
侍
従
悉
如
旧
。
貴
妃
孫
氏
、
昔
皇
祖

　

太
宗
文
皇
帝
選
嫉
干
朕
十
有
余
年
、
徳
義
之
茂
冠
於
後
宮
、
実
生
長
子
、
已
立
為
皇
太
子
、
群
臣
成
謂
、
春
秋
之
義
、
母
以
子
貴
、
宜
正
位
中

　

宮
。
屡
陳
表
奏
、
聖
母
垂
訓
命
従
衆
請
、
今
冊
貴
妃
孫
氏
為
皇
后
、
爾
礼
部
具
儀
揮
日
以
聞
。
至
是
以
金
冊

・
金
宝
立
貴
妃
為
皇
后
。

(48
)
注
3
に
同
じ
。

　

宣
宗
恭
譲
皇
后
胡
氏
、
名
善
祥
、
済
寧
人
。
…
…
三
年
春
、
帝
令
后
上
表
辞
位
、
乃
退
居
長
安
宮
、
賜
号
静
慈
仙
師
、
而
冊
貴
妃
為
后
。

(49
)
『形
史
拾
遺
記
』
巻
二
、
恭
譲
胡
皇
后
。

　

士
奇
日
、
皇
太
后
神
聖
、
山豆
無
旨
者
。
上
日
、
与
卿
等
議
、
即
太
后
旨
也
。
是
日
議
未
決
。

(50
)
注
49
に
同
じ
。
「中
宮
果
辞
譲
、
難
太
后
不
許
、
貴
妃
亦
不
受
。」

(51
)
注
3
に
同
じ
。
「張
太
后
欄
后
賢
、
常
召
居
清
寧
宮
。
内
廷
朝
宴
、
命
居
孫
后
上
。」

(52
)
注
34
に
同
じ
。
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(
53
)

『明
史

紀
事

本

末
』

巻

二
十

九
、
王

振

用
事
。

(
54
)

『明
史

』

巻

三
百

四
、
宙

官
伝

序
。

　

初

、
太

祖
制

、
内

臣

不
許
読

書
識

字
。

後
宣

宗
設

内
書

堂

、
選

小
内

侍
、
令

大

学
士

陳
山

教

習
之

、
遂
為

定

制
。

　

『酌

中
志
』

巻

十

六
、
内

府

衙
門
職

掌

、
内
書

堂
読

書

。

　

自
宣

徳
年

間
創

建

、
始

命
大

学
士

陳
山

教
授

之
、

後

以
詞

臣
任

之
。

凡
奉

旨
収

入
官

人
選

年
十

歳

上
下
者

二
三
百

人
、

擾
内

書
堂

読
書

。

　

さ

ら

に

『寂

園
雑

記
』
巻

四

に
は
、

「
洪
武

中

、
内
官

僅
能

識
字

、

不
知
義

理

。
永
楽

中

、
始
令

吏
部

聴
選

教
官

入
内

教

書
。
」

と
あ

る

よ
う

に
、

　

永
楽

年

間
か

ら
宙
官

を

教
育

す

る
場

が

あ

っ
た
可

能
性

が
あ

る

。

(
55
)

『明
史

』
巻

三

百

四
、
宙

官
伝

一
。

「
王
振

、

蔚
州

人
。

少
選

入
内

書
堂

。
」

(
56
)

注

53
に
同

じ
。

(
57
)

注

53
に
同

じ
。

　

有
頃

、
宣

太
監

王
振

。
振

至
傭
伏

、
太

皇
太

后
顔

色
頓

異

日
、
汝

侍
皇

帝
起

居
多

不
律

、
今

当
賜

汝
死

。
女

官
遂
加

刃

振
頚

。
英
宗

脆
為

之
請

、

　

諸
大

臣
皆

脆
。

太
皇

太
后

日
、
皇

帝
年

少

、
量
知

此
輩

禍

人
家

国
、
我

聴
皇

帝
聾

諸
大

臣
貸

振
、

此
後

不
可

令
干

国
事

也
。

(58
)

注

3
に
同

じ
。

「
以
故

王

振
錐
寵

於

帝
、

終
太

后
世

不
敢

専
大

政
。
」

　

注

55
に

同
じ

。

　

然
是

時
、

太
皇

太
后

賢

、
方
委

政
内

閣

。
閣

臣
楊

士
奇

・
楊

栄

・
楊
博

、
皆

累
朝

元
老

、

振
心

慨
之

未
敢

逞

。

(
59
)
注

4
に
同

じ
。

(60
)
注

4
に
同

じ
。

「
二
子
昧

・
昇
、

並

昭
皇
后

兄

也
。
」

(
61
)

『
明
英
宗

実

録
』

巻

四
十

三
、
正

統

三
年

六
月

乙
卯

。



79　 　明朝の皇位継承問題 と皇太后

　

彰
城
伯
張
昧
卒
。
昧
、
河
南
永
城
人
、
太
皇
太
后
之
兄
也
。
太
宗
起
兵
靖
難
、
昧
随
軍
征
進
克
大
寧
等
処
、
擢
義
勇
中
衛
指
揮
同
知
、
尋
陞
指

　

揮
使
。
永
楽
初
、
調
金
吾
右
衛
、
又
調
管
錦
衣
旗
手
及
府
軍
右
衛
事
。
仁
宗
登
極
、
陞
中
軍
左
都
督
、
尋
封
彰
城
伯
。
給
諾
券
子
孫
世
襲
、
至

　

是
卒
。
賜
鱒
祭
、
命
有
司
営
葬
、
孫
瑛
嗣
爵
。

(62
)
注
3
、
注
4
に
同
じ
。
「英
宗
嗣
位
、
年
幼
、
太
皇
太
后
召
泳
兄
弟
誠
諭
之
、
凡
朝
政
弗
令
預
。」

(63
)
注
3
に
同
じ
。

　

太
祖
孝
慈
高
皇
后
馬
氏
、
…
…
帝
欲
訪
后
族
人
官
之
、
后
謝
日
、
爵
禄
私
外
家
、
非
法
。
力
辞
而
止
。

　

注
4
に
同
じ
。

　

而
高

・
文
二
后
賢
明
、
抑
遠
外
氏
。
太
祖
訪
得
高
后
親
族
、
将
授
以
官
。
后
謝
日
、
国
家
爵
禄
宜
与
賢
士
大
夫
共
之
、
不
当
私
妾
家
。
且
援
前

　

世
外
戚
驕
供
致
禍
為
辞
。
帝
善
后
言
、
賜
金
吊
而
已
。

(64
)
注
3
に
同
じ
。

　

成
祖
仁
孝
皇
后
徐
氏
、
中
山
王
達
長
女
也
。
…
…
初
、
后
弟
増
寿
常
以
国
情
輸
之
燕
、
為
恵
帝
所
諌
、
至
是
欲
贈
爵
、
后
力
言
不
可
。
帝
不
聴
、

　

寛
封
定
国
公
、
命
其
子
景
昌
襲
、
乃
以
告
后
。
后
日
、
非
妾
志
也
。
終
弗
謝
。

(65
)
注
3
に
同
じ
。

　

英
宗
孝
荘
皇
后
銭
氏
、
海
州
人
。
正
統
七
年
立
為
后
。
帝
欄
后
族
単
微
、
欲
侯
之
、
后
軌
遜
謝
。

(66
)
『明
英
宗
実
録
』
巻
七
十
五
、
正
統
六
年
正
月
壬
子
。

　

恵
安
伯
張
昇
卒
。
昇
、
河
南
永
城
県
人
、
太
皇
太
后
弟
也
。
…
…
宣
徳
十
年
、
太
皇
太
后
詔
、
不
許
昇
預
議
国
事
。
大
学
士
楊
士
奇
等
言
、
請

　

昇
議
事
誠
出
公
論
、
不
用
過
慮
。
卒
不
允
。

(67
)
拙
稿

「明
代
後
宮
と
后
妃

・
女
官
制
度
」
『京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
八
号
、
二
〇
〇
九
年
。



80

(68
)
注
3
に
同
じ
。

(69
)
注
3
に
同
じ
。
「洪
武
元
年
命
儒
臣
修
女
誠
。」

(70
)
『明
太
宗
実
録
』
巻
七
十
三
、
永
楽
五
年
十

一
月
乙
丑
。
「以
仁
孝
皇
后
内
訓
賜
群
臣
、
傅
教
干
家
。」

(71
)
『明
世
宗
実
録
』
巻
百
十
八
、
嘉
靖
九
年
十
月
己
未
。

　

礼
部
奏
宮
中
応
行
事
、
宜
井
授
女
訓
儀
注
。

一
聖
諭
欲
令
翰
林
院
撮
諸
書
関
女
教
者
、
撰
為
詩
言
、
進
呈
以
備
宮
中
諦
味
、
合
行
翰
林
院
作
速

　

撰
造
、
傍
令
明
白
易
暁
。

一
仁
孝
文
皇
后
内
訓

・
聖
母
章
聖
慈
仁
皇
太
后
女
訓
、
合
行
翰
林
院
講
読
官
、
毎
月
撰
成
直
鮮
各
三
章
、
傍
引
経
伝

　

及
高
皇
后
伝
。
内
事
実
引
証
、
毎
章
不
滑
過
百
余
字
、
以
便
女
官
記
諦
。
初
六
日
、
皇
后
率
妃
夫
人
、
詣
聖
母
前
聴
講
。
十
六
日

・
二
十
六
日
、

　

皇
后
率
妃
夫
人
、
干
坤
寧
宮
令
女
官
進
講
。
傍
起
立
洪
聴
、
講
畢
、
女
官
伍
歌
翰
林
院
新
撰
詩

一
章
。

(72
)
中
山
八
郎

「明
朝
内
廷
の
女
訓
書
に
つ
い
て
」
『中
山
八
郎
明
清
史
論
集
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
五
年
。

(73
)
『皇
明
詔
令
』
巻
十

一
、
英
宗
容
皇
帝
下
。

　

皇
帝
婚
期
在
麺
、
皇
后
之
位
必
在
得
賢
。
蓋
以
上
配
震
厳
、
砥
奉
宗
廟
、
表
正
六
宮
、
母
儀
天
下
、
而
隆
国
家
万
世
之
本
也
。
爾
礼
部
其
榜
諭
、

　

北
京

・
直
隷

・
南
京

・
鳳
陽

・
准
安

・
徐
州

・
河
南

・
山
東

・
山
西

・
陳
西
、
於
大
小
官
員
民
庶
有
徳
之
家
、
用
誠
簡
求
、
択
其
父
母
克
修
仁

　

義
、
家
法
斉
粛
女
子
、
年
十
三
至
十
五
、
容
貌
端
潔
、
性
資
純
美
、
言
動
恭
和
、
成
中
礼
度
者
、
有
司
以
礼
令
其
父
母
親
送
赴
京
、
吾
将
親
閲

　

焉
。

　

同
様
の
内
容
と
し
て
、
『明
英
宗
実
録
』
巻
七
十
五
、
正
統
六
年
正
月
乙
卯
の
条
が
あ
る
。

(74
)
『明
英
宗
実
録
』
巻
九
十
二
、
正
統
七
年
五
月
庚
辰
。

(75
)
注
13
に
同
じ
。

(76
)
注
13
に
同
じ
。
同
様
の
内
容
と
し
て
、
『皇
明
詔
令
』
巻
十

一
、
英
宗
容
皇
帝
下
、
太
后
遺
詔
。


